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行政監査結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第２項の規定に基づく行政監査を所沢市監査基

準に準拠して実施したので、同条第９項の規定により、その結果につい

て報告書を提出します。 
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※注記 

 

 １．協定数（協定の件数）は、1つの協定書を 1件とカウントした。 

 

 ２．文中・表中の構成比率（％）は、小数点以下第 2位を四捨五入した。したがって、

構成比率（％）は合計が 100.0にならない場合がある。 
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第１ 監査の種類 

  行政監査 

 

第２ 監査のテーマ 

  市が締結している協定について 

 

第３ 監査の目的 

地方公共団体を取り巻く環境は、多様化・複雑化してきており、それに関する課

題も増えてきている。そのため、他の地方公共団体や様々なノウハウを持つ民間企

業等と連携することは、このような課題に対処する手法の一つであるため、他の団

体等と協定を締結する動きが全国的に見受けられる。 

本市においても、他の団体等と締結している協定が数多く存在すると推察される

ことから、市が締結している協定について、締結状況を把握し、実効性の確保や課

題等について検証を行うことにより、市政に有用な協定の締結の推進及び締結した

協定の適切かつ更なる効果的な運用に資することを目的とし、監査を実施する。 

 

第４ 監査の対象 

 １ 対象範囲 

令和７年８月１日現在で、市が法人、個人、その他の団体等と締結している協定

（覚書を含む）。ただし、次に掲げるものを除く。 

・委託業務や請負等に係る協定（物品購入協定、維持管理協定、費用負担協定、

契約に基づく協定など） 

・市が出資する団体との協定 

・指定管理者との指定管理業務に係る協定（指定管理業務に該当しない協定は対

象とする） 

・土地、工作物等に関する合意に係る協定（建築協定など） 

・法令等に基づき締結する協定（労使協定など） 
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２ 対象部署 

  全部署 

 

第５ 監査の期間 

  令和７年８月７日から令和８年１月２９日まで 

 

第６ 監査の実施内容 

 １ 事前調査 

協定の締結状況や運用状況などを把握するため、全部署を対象に調査票を提出さ

せ、事前調査を実施した。 

なお、調査時点は令和７年８月１日である。 

 

 ２ 個別調査 

事前調査をもとに、監査の着眼点に沿って次の所属を選定し、協定に関する関係

書類の提出を求め、令和７年１１月１３日に関係所属に対し説明聴取を実施した。 

（１）危機管理室 

・災害時相互応援に関する協定 

・大規模災害時の相互応援に関する協定 

・災害時における飛行場外緊急離着陸場の提供に関する覚書 

・災害時における人員及び物資等の輸送に関する協定 

・災害時における生活必需物資の供給に関する協定（※株式会社西友） 

・災害時における生活必需物資の供給に関する協定（※埼玉縣信用金庫） 

・災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定 

・災害時における二次避難所（福祉避難所）施設利用に関する協定 

・災害時における車両提供に関する協定 

・災害時等における畳の提供に関する協定 

・大規模災害時における相互応援に関する協定 

・災害時における情報収集等の協力に関する協定 
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・施行時特例市災害時相互応援に関する協定 

・災害時における物資の供給等に関する協定（※株式会社カマタ） 

・災害時における物資の供給等に関する協定（※株式会社出羽紙器製作所） 

・災害時における物資の供給等に関する協定（※株式会社有村紙工） 

・災害時における無人航空機（ドローン）の活用に関する協定 

・災害時等における停電復旧及び啓開作業の相互協力に関する覚書 

・災害時の医療救護活動に関する協定 

・災害時における情報収集等の協力に関する覚書 

・災害時における指定福祉避難所設置運営に関する協定 

 

（２）経営企画部 経営企画課 

・公共施設マネジメントの推進に向けた連携及び協力に関する協定 

・COOL JAPAN FOREST 構想の推進に関する協定 

・所沢市と所沢市内郵便局との包括連携に関する協定 

・所沢市と株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの地域活性化包括連携協定 

・埼玉東上地域大学教育プラットフォーム包括協定 

・官学連携に関する基本協定（※早稲田大学） 

・官学連携に関する基本協定（※日本大学） 

・官学連携に関する基本協定（※西武学園医学技術専門学校） 

・官学連携に関する基本協定（※秋草学園） 

・所沢市内のマチづくりに関する包括連携協定 

・所沢市と大塚製薬株式会社との包括連携協定 

・所沢市と飯能信用金庫との包括連携協定 

・公の施設の相互利用に関する協定 

 

（３）環境クリーン部 資源循環推進課 

・プラスチックごみ削減の推進に関する協定書 

・災害廃棄物等の処理に関する相互支援協定 

・ごみ処理の協力体制に関する実施協定書 
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・使用済みペットボトルの水平リサイクルに関する協定 

・所沢市とリネットジャパンリサイクル株式会社及び SG ムービング株式会社と

の連携と協力に関する協定 

・所沢市とリネットジャパンリサイクル株式会社との連携と協力に関する協定 

・所沢市と株式会社マーケットエンタープライズとの連携と協力に関する協定

書 

・（仮称）第２一般廃棄物最終処分場整備事業に関する覚書 

・所沢市と株式会社ジモティーとのリユース活動の促進に向けた連携と協力に

関する協定書 

 

（４）街づくり計画部 住宅政策課 

・所沢市マンション管理アドバイザー派遣制度実施に関する協定書 

・所沢市マンション管理相談会実施に関する協定書 

・所沢市空き家利活用等ワンストップ相談事業の実施に関する協定書 

・所沢市営住宅管理代行に関する基本協定書 

・令和 7年度 所沢市営住宅の管理代行に関する協定書 

 

第７ 監査の着眼点 

１ 協定の目的は明確にされているか 

２ 協定の実効性は確保されているか 

３ 課題の洗い出しや内容の見直しは行われているか 

４ その他監査委員が必要と認める事項等 
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第８ 監査の概要 

 １ 事前調査の結果 

  事前調査の主な結果は次のとおりである。 

  なお、回答のあった協定の一覧は、参考資料として巻末に掲載している。 

 （１）協定数 

  ①協定の締結数 

令和７年８月１日現在 

 協定数 構成比率（％） 

危機管理室 113 23.7  

経営企画部 23 4.8 

総務部 30 6.3 

財務部 3 0.6 

市民部 33 6.9 

福祉部 2 0.4 

こども未来部 2 0.4 

健康推進部 48 10.1 

環境クリーン部 102 21.4 

産業経済部 69 14.5 

街づくり計画部 14 2.9 

建設部 23 4.8 

教育総務部 1 0.2 

学校教育部 9 1.9 

上下水道局 5 1.1 

合計 477 100.0  

 

調査時点（令和 7 年 8月 1日）における協定数は 477件で、協定数が最も多い部

署は、危機管理室（113件）である。 

なお、今回調査した協定の中には１つの協定書で複数の相手方と締結しているも

のが含まれているが、協定数については１つの協定書を１件とカウントしている。 
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  ②協定書原本の保管状況 

協定書原本の保管状況を確認したところ、原本を紛失した協定が 2件あった。ま

た、協定に関する関係書類を確認したところ、協定締結に係る起案文書がないもの

があった。 

 

  ③協定の相手方 

調査時点（令和 7年 8月 1日）における協定の相手方の数は 499 者である。 

このうち、締結している協定数が多い相手方は、埼玉県（県立学校及び県警察署

を含む）（59件）、早稲田大学（10件）、飯能市（8件）、狭山市（8 件）、入間市（8

件）、西武鉄道株式会社（7件）、日本大学（6件）である。 

 

 （２）協定の有効期間 

  ①有効期限 

＜協定の有効期限が定められているか＞ 

 協定数 構成比率（％） 

定めあり 370 77.6 

定めあり（その他） 11 2.3 

定めなし 96 20.1 

合計 477 100.0 

 

協定の有効期限については、協定数 477 件のうち、381件（79.9％）で期限を定

めている。 

このうち、定めあり（その他）11件（2.3％）については、日付以外の形で規定

されているもので、例として「施設の用途を廃止する日まで」が挙げられる。 
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  ②有効期間の更新方法 

＜有効期限の定めがある協定について、有効期間が満了した際の更新方法＞ 

 協定数 構成比率（％） 

自動延長 270 73.0 

再締結 47 12.7 

協議 10 2.7 

定めなし 43 11.6 

合計 370 100.0 

 

上記①有効期限が定められている協定 370 件について、有効期限が満了した際

の協定の更新方法を確認したところ、自動延長が 270件（73.0％）で最も多かった。 

自動延長の例としては「双方から申し出がないときは、１年間延長するものとし、

以後も同様とする。」が挙げられる。 

 

 （３）協定の目的 

協定の目的については、その内容は様々ではあるが、協定数 477 件の全てにおい

て目的が明確に示されている。なお、個々の協定の目的については、巻末に掲載し

ている協定の一覧を参照されたい。 

 

 （４）協定の内容 

具体的な事業や取組内容について確認したところ、協定数 477 件のうち 474 件

（99.4％）の協定で具体的な事業等が定められていた。残りの 3 件（0.6％）につ

いては、その都度協議して定めることとしているものである。 

最も多い内容は、災害・事故対応 132件（27.7％）である。 
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＜内容別分類＞ 

 協定数 構成比率（％） 

災害・事故対応 132 27.7 

施設等の整備・運営管理 76 15.9 

民間企業の支援 61 12.8 

行政施策への協力 59 12.4 

施設利用 44 9.2 

行政手続の効率化 40 8.4 

人材派遣・実習 38 8.0 

相談事業の実施 7 1.5 

情報の提供・収集 5 1.1 

物品・資料等の作成 4 0.8 

他団体交流 3 0.6 

研究開発 3 0.6 

音楽著作権の使用許諾 1 0.2 

拾得物件の保管管理 1 0.2 

都度協議 3 0.6 

合計 477 100.0 

 

 

＜種別分類＞ 

 協定数 構成比率（％） 

個別連携協定 456 95.6 

包括連携協定 21 4.4 

合計 477 100.0 

 

個別連携協定は、特定の事業や分野について連携する協定である。 

包括連携協定は、特定の分野に限定せず、複数の分野にわたって幅広く連携する

協定である。包括連携協定の例としては、経営企画課で締結している「所沢市と所

沢市内郵便局との包括連携に関する協定」などが挙げられる。 
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＜内容別・種別分類＞ 

 個別連携協定 包括連携協定 合計 

災害・事故対応 132  132 

施設等の整備・運営管理 76  76 

民間企業の支援 61  61 

行政施策への協力 41 18 59 

施設利用 44  44 

行政手続の効率化 40  40 

人材派遣・実習 38  38 

相談事業の実施 7  7 

情報の提供・収集 5  5 

物品・資料等の作成 4  4 

他団体交流  3 3 

研究開発 3  3 

音楽著作権の使用許諾 1  1 

拾得物件の保管管理 1  1 

都度協議 3  3 

合計 456 21 477 

 

 （５）協定の実施状況 

＜協定の内容を実施しているか＞ 

 実施件数 構成比率（％） 

実績あり 313 65.6  

実績なし 164 34.4  

合計 477 100.0 

 

協定内容の実施について、直近の実績を確認したところ、313 件（65.6％）で実

施されていた。実績がないものが 164件（34.4％）あったが、これは災害時におけ

る協定など特定の条件・状況にならなければ実施されることのない協定が多いこと

が理由の１つとして考えられる。仮に、災害・事故対応 132件のうち実績がないも

の 128 件を対象外とすると、実績があるものは、313 件（89.7％）、実績がないも

のは 36件（10.3％）ということになる。 

 



 

10 

 

 （６）相手方との連絡調整 

＜協定の相手方との連絡調整を行っているか＞ 

 実施件数 構成比率（％） 

実施している 445 93.3 

実施していない 32 6.7 

合計 477 100.0 

 

協定の相手方と打ち合わせや情報共有等の連絡調整を行っているかを確認した

ところ、445件（93.3％）の協定で実施していた。 

なお、実施していると回答があったものの中には、頻度について「必要に応じて」

「不定期に」「適宜」といったものも見受けられた。 

 

 （７）課題の洗い出し 

  ①課題の有無 

＜協定に関する課題はあるか＞ 

 実施件数 構成比率（％） 

課題なし 444 93.1 

課題あり 33 6.9 

合計 477 100.0 

 

締結している協定に関し課題があるかを確認したところ、33件（6.9％）の協定

に課題が生じている。 

 

  ②課題の内容 

  課題の主なものは次のとおりである。 

（危機管理室） 

【災害時における燃料の優先供給に関する協定】 

・安定した供給を受けるために、同業他社との協定締結を検討する必要がある。 

【災害時における福祉避難所施設利用に関する協定】 

・利用できる避難者の収容スペースや収容可能人数の具体化が必要である。 
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（環境クリーン部 マチごとエコタウン推進課） 

【所沢市、武州ガス株式会社及び東京ガス株式会社の脱炭素のまちづくりに向けた

包括連携協定書】 

・事業者より、ゼロカーボンに資する事業を提案されるが、全庁挙げての取組に

結び付くケースが少ない。 

 

（産業経済部 産業振興課） 

【地域の中小企業者の持続的成長支援及び地域活性化に向けた連携協定】 

・協定に基づく支援実績（経営・金融）が未だない。 

 

（街づくり計画部 住宅政策課） 

【所沢市マンション管理アドバイザー派遣制度実施に関する協定書】 

・アドバイザーは原則として市内在住の者としているが、派遣回数の増加により

派遣人員が不足する事態が生じている。 

 

 （８）協定の見直し 

＜協定内容の見直しの状況＞ 

 実施件数 構成比率（％） 

見直しなし 435 91.2 

見直しあり 42 8.8 

合計 477 100.0 

 

協定の見直しについて、実績を確認したところ、42件（8.8％）の協定で見直し

が実施されていた。見直しの内容としては、内容そのものの変更が大半であるが、

このほかには、相手方の変更（名称変更、新規参入による追加、脱退による削除）

や、協定の更新規定の変更（自動更新へ変更）の事例が見受けられた。 
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 （９）今後の見直し予定 

＜協定の見直しの予定＞ 

 実施件数 構成比率（％） 

予定なし 427 89.5 

予定あり 50 10.5 

合計 477 100.0 

 

協定の見直しについて、調査時点における今後の予定を確認したところ、現時点

で見直しが検討されているものは 50件（10.5％）である。見直しの内容としては、

内容そのものの変更が大半であるが、このほかには、相手方の変更（名称変更、解

散に伴う継承先との調整）による事例が見受けられた。 
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 ２ 個別調査の結果 

  個別調査の主な結果は次のとおりである。 

 

 （１）危機管理室 

  ①地方公共団体との災害時相互応援 

地方公共団体の災害時相互応援については、平成 7年に発生した阪神淡路大震

災をきっかけとし、災害対策基本法に地方公共団体の相互応援に関する協定の締

結に関する事項が追加されたことにより、全国的に行われている。本市において

協定を締結している主な地方公共団体は、埼玉県、飯能市ほか近隣市、施行時特

例市、宮崎県日南市、群馬県太田市、千葉県市原市であり、これら協定の相手方

との位置関係に偏りがないように見受けられる。 

 

  ②災害時における生活必需物資の供給 

食料品を含む生活必需品の協定先は、株式会社西友、株式会社ヤオコー、株式

会社マミーマート、スギホールディングス株式会社など 8 団体と締結している。

これらのほか、食料品のみでは、埼玉県米穀小売商組合、山田食品産業株式会社、

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、株式会社伊藤園など 8団体と締結し

ている。 

なお、供給を受けた際の物資の取扱フローについては、適切に検討がなされて

いる。 

 

  ③協定の相手方の防災訓練への参加 

令和 6 年度の防災訓練等への参加団体は 27 団体で、このうち協定締結団体は

18団体であった。所沢市総合防災訓練については、令和 6年度から、より実践的

な訓練となるよう訓練内容の見直しを行っており、今後、応援協定締結団体を含

めた関係機関等との連携訓練についても、検討が行われる予定としている。 
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 （２）経営企画部 経営企画課 

  ①包括連携協定の有効活用について 

経営企画課では、包括連携協定を複数締結しており、市民の暮らしの身近なと

ころで幅広く多くの市民サービスを提供している。 

例えば、所沢市と所沢市内郵便局との包括連携に関する協定の主な実施状況に

ついては、「駆け込み 110番」を市内 19 施設で、道路損傷等に関する情報提供は

年間 10件程度、クーリングシェルターとしての提供が市内全 25施設である。 

所沢市と株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの地域活性化包括連携協定に

ついては、「ところざわ通信」の配架、所沢ブランド特産品の販売協力、広報の

特集記事の取材協力、「てまえどり」啓発 POPの掲示などである。 

早稲田大学人間科学部・スポーツ科学部と締結している、官学連携に関する基

本協定については、ところざわアスレチックフェスティバル、トコろんのびのび

塾、スペイン・カタルーニャ地方の民俗文化「人間の塔」のワークショップの実

施など、数多くの連携がある。 

一方、埼玉東上地域大学教育プラットフォーム包括協定及び日本大学芸術学部

と締結している官学連携に関する基本協定の実施状況を確認したが、本市と実施

した実績としてはごくわずかであった。 

 

  ②民間企業等からの連携に関する提案・相談について 

公民連携推進室は、民間企業や大学等からの連携に関する提案・相談を一元的

に受け付ける窓口として、令和 5 年度に経営企画課内に設置されたものである。

その役割は、民間企業等からの連携に関する提案・相談について、関係部署との

連絡・調整を行い、公民連携プラットフォームにより広く募集・公開し、連携に

結び付けることである。また、企業版ふるさと納税に係る窓口にもなっており、

歳入確保の視点だけでなく、寄附を通じたその後の連携も視野に入れて取り組ん

でいる。 

公民連携推進室がその役割を果たすことにより、民間企業等との連携が促進さ

れ、行政課題解決のコスト削減、市民サービスの多様化や質の向上につながるこ

とが期待される。 
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 （３）環境クリーン部 資源循環推進課 

  ①プラスチックごみ削減の推進 

プラスチックごみ削減の推進に関する協定書については、市内公共施設へのウ

ォーターサーバーの設置及びプラスチックごみの削減等の周知啓発を行う出前

講座を実施している。このことは、マイボトルの普及により、ペットボトルの使

用が抑制されることによるプラスチックごみの削減が期待される。 

 

  ②家電の処分 

所沢市とリネットジャパンリサイクル株式会社及び SG ムービング株式会社と

の連携と協力に関する協定については、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗

濯機・衣類乾燥機等家電 4品目の処分の方法として、自宅から運び出して適正に

処分するサービスを提供するものである。宅内の設置場所から搬出してもらうこ

とができるため、市民サービスの向上が期待される。 

 

  ③不要品のリユース 

所沢市と株式会社マーケットエンタープライズとの連携と協力に関する協定

書及び所沢市と株式会社ジモティーとのリユース活動の促進に向けた連携と協

力に関する協定書については、市民が不要品を廃棄する前にリユースするための

手段を提供するものである。地域の中でリユース活動が促進されることにより、

本市のごみの削減につながることが期待される。 

 

 （４）街づくり計画部 住宅政策課 

  ①マンション管理アドバイザー派遣制度 

所沢市マンション管理アドバイザー派遣制度実施に関する協定書については、

管理組合に専門家を派遣し、自主的・自律的な適正管理のための助言を行うもの

である。老朽化するマンションが増える中、住民主体の管理運営への一助として

期待される。 
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  ②空家に関する相談窓口 

所沢市空き家利活用等ワンストップ相談事業の実施に関する協定書について

は、空き家に関する市民の困りごとに対し、協定事業者が相談窓口を設置し、空

き家の売却、賃貸、適正管理等の利活用に関する相談を実施するものである。空

き家の適正管理や利活用の推進、良好な住環境の維持につながることが期待され

る。 
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第９ 監査の結果及び意見 

 １ 監査の結果 

監査の対象とした令和７年８月１日現在において、市が締結している協定につい

て、監査の着眼点に則し調査及び監査を行った結果、おおむね適正であると認めら

れた。 

指摘事項及び注意事項については、速やかに対応のうえ、所定の様式で処理経過

及び結果を報告されたい。 

なお、今後検討を必要とする事項として、次のとおり要望する。また、各部署に

おいても今後の事務執行に当たり、意見に記載する事項について適切に対応された

い。 

 

 ２ 指摘事項 

 （１）産業経済部 産業振興課 

  ①協定書原本の保管について 

市が保管すべき協定書の原本を紛失していた。協定書原本は、協定を締結した

ことを証する重要な書面である。協定書の電子データを保管しており、協定内容

を把握できてはいるが、原本を紛失したことは不適正な文書管理であるため、紛

失の経緯を確認し、今後の管理を徹底されたい。 

 

 （２）教育総務部 スポーツ振興課 

  ①協定書原本の保管について 

市が保管すべき協定書の原本を紛失していた。協定書原本は、協定を締結した

ことを証する重要な書面である。協定書原本のコピーを保管しており、協定内容

を把握できてはいるが、原本を紛失したことは不適正な文書管理であるため、紛

失の経緯を確認し、今後の管理を徹底されたい。 
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 ３ 注意事項 

 （１）経営企画部 経営企画課 

  ①起案文書の保管について 

協定締結に係る起案文書を保管していないものが複数見受けられた。当該文書

は、締結を決定した根拠となるものであるため、協定書とともに適切に管理する

よう保存方法を見直されたい。 

 

 ４ 要望事項 

 （１）危機管理室 

  ①地域防災計画に位置付けられる協定の締結について 

危機管理室では、民間事業者からの申し出等により個別に災害時における協定

を締結している事例が多く見受けられるが、地域防災計画は全体的・面的な視点

で策定されるものである。そのため、協定の相手方についても、例えば、内容が

類似する協定については、類似する事業を行っている事業者に対し同じ内容で確

認を行うなど、協定の締結についても市全体の視点から、連携可能な事業者と協

定できるよう、積極的に働きかけられたい。 

 

  ②災害時相互応援に関する確認について 

危機管理室では、他の多くの地方公共団体と災害時における相互応援に関する

協定を締結している。発災時の不測の事態に備えるためには、協定数を増やして

いくことも必要であるが、実際に災害が発生した際には、国・県等の主導により

応援する相手方が割り当てられることも考えられることから、個別協定による応

援との整合性について確認されたい。 

 

 （２）経営企画部 経営企画課 

  ①包括連携協定の有効活用について 

包括連携協定とは、特定の分野に限定せず、複数の分野にわたって幅広く連携

することを意図した協定である。メリットとしては、様々な事業における幅広い

連携が１つの協定により可能となることのほかに、１つの分野における連携から
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他の分野へ派生・拡張が可能となることが考えられる。 

経営企画課では、包括連携協定を複数締結しており、市民の暮らしの身近なと

ころで幅広く多くの市民サービスを提供しているが、これまで以上に市民ニーズ

の高まりが想定されるため、協定の相手方の得意分野を活用して、包括連携のメ

リットを活かした更なる運用を期待する。 

 

  ②公民連携推進室の役割について 

公民連携推進室は、令和 7年 4月に、事務連絡「連携協定締結等に関する情報

の提供について（依頼）」を発出し、新たな連携協定の締結やそれに類する取組

に向けた動きについて情報提供を依頼している。実態把握と併せて、各部署で締

結された協定から他部署・他事業の新たな展開に繋げるけん引役となるよう期待

する。 

 

 （３）環境クリーン部 資源循環推進課 

  ①事業者と締結する協定の公平性について 

資源循環推進課では、リサイクルやリユースに関する協定を複数締結している。 

協定の締結にあたっては、市民や市にとってメリットがあり、業務内容や継続

性に問題がないかなど、事業者を適切に精査し、締結していた。今後、同業他社

の参入も考えられることから、公平性が担保されるよう引き続き対応されたい。 

 

 ５ 意見 

 （１）協定の目的は明確にされているか 

本市で締結している全ての協定において目的が明確であることを確認した。今

後においても、協定の目的を達成できるよう、具体的な事業や取組を着実に進め

られたい。 
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 （２）協定の実効性は確保されているか 

協定の具体的な事業や取組内容については、ほとんどの協定でその内容が具体

的に定められている。 

協定内容の実施状況を見ると、協定件数 477件のうち 313件（65.3％）の協定

で実績があることを確認した。実施率としては少し低いように思われるが、これ

は災害時における協定など特定の条件・状況になって初めて実行される協定が多

いことが理由の１つとして考えられる。しかし、仮に、このような災害・事故対

応に関する協定を除いたとしても、約 1 割の協定で実績がないことになる。現在

実施されていない協定については、必要性について確認されたい。 

協定の相手方との連絡調整については、32件（6.7％）の協定で相手方と打ち

合わせや情報共有等を行っていないことがわかった。協定を適切に運用していく

ためには、相手方と継続的に連絡調整を行うことが望ましいと考える。相手方と

の間に関係性ができていないと、実施することになった際に、協定の存在を失念

されている、担当が分からなくなっているなど、協定の運用に支障をきたすこと

が懸念される。特に、災害や事故など緊急を要する場合には、速やかな対応が必

須となるため、適切な機会をとらえ、相手方と連絡調整を行うなど継続的な関係

性の構築を図られたい。 

 

 （３）課題の洗い出しや内容の見直しは行われているか 

事前調査では、課題ありの協定は 33 件（6.9％）、協定内容の見直し実績は 42

件（8.8％）であった。また、今後の見直し予定は 50件（10.5％）となった。 

今回判明した課題については、解決に向け、検討を進められたい。 

協定内容は、社会情勢の急激な変化や経年により実態にそぐわなくなる可能性

があり、現状では支障なく運用できている協定も、内容の見直しや課題を洗い出

して解決することで、より良い行政サービスの提供が可能となる。このため、定

期的に実施結果を検証し、効果的、効率的に協定を実施できるよう努められたい。 
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第１０ むすび 

今回の監査を通じて、本市では 477件もの多種多様な協定が締結されているこ

とが確認できた。特に、災害・事故対応の協定は 132件と最も多い件数になって

いるが、災害が発生した際には、本市だけで対処することは難しく、他の地方公

共団体や民間企業等と連携することで、より効果的な災害対応を実施することが

可能となる。同様に、これら以外の協定についても連携の効果が期待されるとこ

ろである。 

しかしながら、せっかく協定を締結しても、適切に運用されなければ、協定の

効果が薄れてしまうことになる。今回要望及び意見として記載した事項を踏まえ、

協定が形骸化してしまわぬよう、協定の実効性の確保に努められたい。これは今

後締結する協定にも言えることであり、現在協定を所管していない所属について

も留意されたい。 

最後に地方公共団体は、多様化・複雑化する多くの課題を抱えているため、他

の地方公共団体や様々なノウハウを持つ民間企業等と連携することは、このよう

な課題に対処するための有用な手法の一つである。また、協定はいわば可能性の

宝庫であり、本市にとってはもちろん、協定の相手方にとっては企業のイメージ

アップ、ビジネスチャンスの拡大などのメリットが、市民にとっては新たな市民

サービスの形成などのメリットがあり、活用によっては３者が Win-Win-Winの関

係になり得るものである。第 6次所沢市総合計画後期基本計画においても、地域

の総合力の向上として「様々な主体とも連携し、地域活力を活用した地域活性化

や市民サービスの充実を図る」とされている。これらのことから、市政に有用な

連携協定の締結を大いに推奨するものである。 

本報告を踏まえ、積極的、効果的な協定の活用に取り組まれたい。これにより、

更なる市民サービスの向上を期待するものである。 
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【参考資料１】市が締結している協定一覧 

No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

1 震災時における緊

急設備支援に関す

る協定 

危機管

理室 

株式会社セレス

ポ 

市内に地震災害が発生した

場合における救援活動の相

互協力 

避難所開設に必要な設備の緊急

支援 

2 災害時相互応援に

関する協定 

危機管

理室 

千葉県市原市 大規模災害時の相互応援 大規模災害時の相互応援 

3 災害時における五

市相互応援に関す

る協定 

危機管

理室 

東京都東村山

市、東京都清瀬

市、東京都東久

留米市、新座市 

大規模災害時の相互応援 大規模災害時の相互応援 

4 災害時における所

沢市と日本郵便株

式会社との協力に

関する協定 

危機管

理室 

所沢西郵便局、

所沢郵便局、所

沢中富郵便局、

所沢山口郵便局 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の相互協力 

5 大規模災害時の相

互応援に関する協

定 

危機管

理室 

群馬県太田市 災害時の相互応援 大規模災害時の相互応援 

6 災害時における応

急米穀の供給に関

する協定 

危機管

理室 

埼玉県米穀小売

商組合所沢支部  

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の応急米穀の供給 

7 災害時における飛

行場外緊急離着陸

場の確保に関する

覚書 

危機管

理室 

早稲田大学  災害時の救助・救援活動を

迅速に行い、円滑な応急復

旧に資する 

緊急時ヘリポートとしての施設利

用 

8 災害時における飛

行場外緊急離着陸

場の提供に関する

覚書 

危機管

理室 

日本大学芸術学

部  

災害時の救助・救援活動を

迅速に行い、円滑な応急復

旧に資する 

緊急時ヘリポートとしての施設利

用 

9 災害時におけるＬＰ

ガス応急燃料等の

調達に関する協定 

危機管

理室 

社団法人埼玉県

エルピーガス協

会所沢支部  

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時のＬＰガス等の調達 

10 災害時における人

員及び物資等の輸

送に関する協定 

危機管

理室 

社団法人埼玉県

トラック協会所沢

支部 

災害時における救援活動の

相互協力 

協会に所属する運送業者に事業

用自動車を緊急輸送に利用する 

11 災害時における生

活必需物資の供給

に関する協定 

危機管

理室 

株式会社西友  災害時における救援活動の

相互協力 

生活必需物資の供給 

12 災害時における生

活必需物資の供給

に関する協定 

危機管

理室 

いるま野農業協

同組合  

災害時における救援活動の

相互協力 

生活必需物資の供給 

13 災害時における飲

料水等の供給に関

する協定 

危機管

理室 

コカ・コーラボトラ

ーズジャパン株式

会社 

災害時における救援活動の

相互協力 

・地域貢献型自動販売機の機内

在庫品の無償提供 

・飲料水の優先的な安定供給 

14 災害時における応

急復旧業務に関す

る協定 

危機管

理室 

所沢市建設業協

会  

災害時における救援活動の

相互協力 

都市施設の応急復旧対策 

15 災害時等における

食料品等の優先供

給に関する協定 

危機管

理室 

山田食品産業株

式会社  

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の食料品等の優先供給 

16 災害時等における

資機材等の優先供

給に関する協定 

危機管

理室 

コーエィ株式会社  災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の資機材等の優先供給 

17 災害時における障

害物除去等応急対

策業務に関する協

定 

危機管

理室 

所沢市造園建設

業協会  

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の障害物除去等応急対策

業務 

18 災害時における埼

玉県内市町村間の

相互応援に関する

基本協定 

危機管

理室 

埼玉県、県内全

市町村 

災害時の相互応援 大規模災害時の相互応援 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

19 災害時における民

間賃貸住宅の提供

支援に関する協定 

危機管

理室 

社団法人埼玉県

宅地建物取引業

協会所沢支部  

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の民間賃貸住宅の提供支

援 

20 災害時における物

資の供給に関する

協定書 

危機管

理室 

日野興業株式会

社埼玉営業所 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の資機材等の優先供給 

21 災害時における物

資の供給に関する

協定書 

危機管

理室 

西尾レントオール

株式会社 関越営

業部 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の資機材等の優先供給 

22 災害時における物

資の供給に関する

協定書 

危機管

理室 

レンタルのニッケ

ンさいたま西営業

所 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の資機材等の優先供給 

23 災害時における物

資の供給に関する

協定書 

危機管

理室 

株式会社サイニ

チ本社 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の資機材等の優先供給 

24 災害時における二

次避難所（福祉避

難所）施設利用に

関する協定 

危機管

理室 

国立障害者リハ

ビリテーションセ

ンター 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

25 災害時における生

活必需物資の供給

に関する協定 

危機管

理室 

埼玉縣信用金庫

所沢東支店  

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の食料品等の供給 

26 災害時等における

物資の供給に関す

る協定 

危機管

理室 

株式会社ヤオコ

ー 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の生活必需品の供給 

27 災害時等における

物資の供給に関す

る協定 

危機管

理室 

埼玉県石油業協

同組合所沢支部 

市内に大規模災害が発生し

た場合における救援活動の

相互協力 

災害時の燃料の供給 

28 災害時等における

物資の供給に関す

る協定 

危機管

理室 

所沢小売酒販組

合所沢支部 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の食料品、飲料水等の供

給 

29 災害時における二

次避難所（福祉避

難所）施設利用に

関する協定 

危機管

理室 

国立障害者リハ

ビリテーションセ

ンター自立支援

局秩父学園  

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

30 災害時等における

二次避難所（福祉

避難所）施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

埼玉県立所沢特

別支援学校  

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

31 災害時における応

急復旧業務に関す

る協定 

危機管

理室 

所沢市建設産業

連合会 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害応急復旧（オペレーターの提

供も含む） 

32 災害時等における

電力復旧等に関す

る協定 

危機管

理室 

東京電力株式会

社志木支社 

災害時における救援活動の

相互協力 

電力復旧及び資材の供給 

33 災害時等における

応急生活物資供給

等の協力に関する

協定 

危機管

理室 

生活協同組合さ

いたまコープ 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の生活必需品の供給 

34 災害時等における

救護活動に関する

協定 

危機管

理室 

一般社団法人埼

玉県助産師会所

沢地区 

災害時における救援活動の

相互協力 

妊婦や新生児に対する保健指導

や助産や保健指導に関する物資

の提供 

35 災害時における応

急復旧業務に関す

る協定 

危機管

理室 

西武建設株式会

社 

災害時における救援活動の

相互協力 

都市施設の応急復旧対策 

36 災害時における家

屋被害認定調査に

関する協定 

危機管

理室 

埼玉土地家屋調

査士会 

災害時における救援活動の

相互協力 

市と連携した家屋の調査及び市

の発行した罹災証明にかかる市

民相談対応 

37 災害時における電

気設備等の復旧に

関する協定 

危機管

理室 

埼玉県電気工事

工業組合 

災害時における救援活動の

相互協力 

電気設備等の早期復旧 

38 災害時等の情報交

換に関する協定 

危機管

理室 

国土交通省関東

地方整備局 

災害時における救援活動の

相互協力 

各種情報交換及び情報連絡員の

派遣 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

39 大規模災害発生時

における所沢市公

共施設の一時使用

に関する協定 

危機管

理室 

所沢警察署 災害時の所沢市の公共施

設の一時利用 

所沢市公共施設の一時使用 

40 災害時等における

応急生活物資の供

給等に関する協定 

危機管

理室 

株式会社マミーマ

ート 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の生活必需品の供給 

41 災害備蓄用物資

（非常食）の無償提

供に関する覚書 

危機管

理室 

竹内電機株式会

社ドコモショップ

所沢店 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害備蓄用物資（非常食）の無償

提供 

42 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

助産院もりあね 災害時における福祉避難所

としての施設利用 

妊婦や乳幼児等の福祉避難所と

しての施設利用 

43 災害時等における

バス利用に関する

協定 

危機管

理室 

一般社団法人埼

玉県バス協会西

部地区部会 

災害時における救援活動の

相互協力 

避難者搬送 

一時避難所としてのバスの提供 

44 災害時等における

霊柩車の利用に関

する協定 

危機管

理室 

一般社団法人全

国霊柩自動車協

会埼玉県霊柩自

動車協会 

災害時等に多数の死者が発

生した場合の霊柩車の利用 

霊柩車での遺体搬送 

45 災害時相互応援に

関する協定 

危機管

理室 

宮崎県日南市 大規模災害時の相互応援 大規模災害時の相互応援 

46 災害時における放

送等に関する協定 

危機管

理室 

株式会社ジェイコ

ムさいたま  

災害時の的確かつ迅速な情

報収集等を図る 

災害時の緊急放送 

47 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人若

狭会特別養護老

人ホーム亀令園 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

48 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人若

狭会地域密着型

介護老人福祉施

設平安の森 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

49 災害時における車

両提供に関する協

定 

危機管

理室 

特定非営利活動

法人全日本レッカ

ー協会 

災害時における救援活動の

相互協力 

車両の提供 

50 災害時等における

飲料水等の供給に

関する協定 

危機管

理室 

株式会社伊藤園 災害時における救援活動の

相互協力 

飲料水等の供給 

51 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人聖

久会特別養護老

人ホーム東所沢

みどりの郷 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

52 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人安

心会介護老人福

祉施設所沢やす

らぎの里 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

53 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人安

心会介護老人福

祉施設所沢かが

やきの里 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

54 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人健

寿会介護老人福

祉施設健寿園 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

55 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人博

寿会特別養護老

人ホーム飛鳥野

の里 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所 

56 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人博

寿会地域密着型

特別養護老人ホ

ーム飛鳥野の森 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

57 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人栄

光会特別養護老

人ホームロイヤル

の園 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

58 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人藤

の実会ところざわ

学園 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

59 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人藤

の実会障害福祉

サービス事業所

かがやき 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

60 災害時等における

畳の提供に関する

協定 

危機管

理室 

５日で 5000枚

の約束。プロジェ

クト実行委員会 

災害時における救援活動の

相互協力 

避難所への畳の提供 

61 大規模災害時にお

ける相互応援に関

する協定 

危機管

理室 

飯能市、狭山市、

入間市、日高市 

大規模災害時の相互応援 大規模災害時の相互応援 

62 災害時における専

用水道の使用等に

関する協定 

危機管

理室 

西武鉄道株式会

社 

災害時における救援活動の

相互協力 

・水の提供 

・施設や駐車場等の使用 

63 災害時における情

報収集等に関する

協定 

危機管

理室 

電気興業株式会

社 

災害時の的確かつ迅速な情

報収集等を図る 

・無線交信機器の設置及び貸与 

・臨時災害ＦＭ放送装置の開局に

ついて助言ができる有資格者の

派遣 

64 災害時における燃

料の優先供給に関

する協定 

危機管

理室 

株式会社上田 災害時における救援活動の

相互協力 

燃料の優先供給 

65 災害時における被

災者支援に関する

協定 

危機管

理室 

埼玉県行政書士

会 

被災者等相談の円滑かつ適

切な実施に資する 

・罹災証明書申請書類に関する

相談 

・自動車登録申請書に関する相

談 

・相続関係書類に関する相談 

・その他行政書士法に定める業

務に関する相談 

66 災害時における避

難地及び防災施設

の運営に関する協

定 

危機管

理室 

埼玉県大宮公園

事務所 

災害発生時に避難場所とし

ての施設利用 

災害時の避難地として所沢航空

記念公園の利用 

67 災害時における一

時滞在場所の協力

に関する協定 

危機管

理室 

所沢東町地区市

街地再開発組合 

災害時、帰宅困難者の一時

滞在所として利用 

災害時の一時滞在場所としての

利用 

68 災害に係る情報発

信等に関する協定 

危機管

理室 

LINEヤフー株式

会社 

災害時の的確かつ迅速な情

報収集等を図る 

・市ホームページのコピーサイト

作成 

・ヤフー防災速報アプリへの情報

配信 

69 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人桑

の実会特別養護

老人ホーム康寿

園 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

70 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人桑

の実会介護老人

保健施設ケアス

テーション所沢 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

71 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人桑

の実会特別養護

老人ホーム本郷

希望の丘 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

72 災害時における被

災者等相談の実施

に関する協定 

危機管

理室 

埼玉司法書士会 被災者等相談の円滑かつ適

切な実施に資する 

司法書士業務相談による被災者

支援 

73 災害時における情

報収集等の協力に

関する協定 

危機管

理室 

所沢新聞販売協

会 

災害時の的確かつ迅速な情

報収集等を図る 

・防災に関する情報の収集伝達 

・避難所等への新聞配達 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

74 施行時特例市災害

時相互応援に関す

る協定 

危機管

理室 

施行時特例市（２

０市） 

大規模災害時の相互応援 大規模災害時の相互応援 

75 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会医療法人入

間川病院介護老

人保健施設雪見

野ケアセンター 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

76 災害時における物

資の供給等に関す

る協定 

危機管

理室 

株式会社カマタ 災害時における救援活動の

相互協力 

段ボール製品（段ボールベッド、

段ボールシート、段ボールケース

及び段ボール間仕切り等）の供給 

77 災害時における物

資の供給等に関す

る協定 

危機管

理室 

株式会社出羽紙

器製作所 

災害時における救援活動の

相互協力 

段ボール製品（段ボールベッド、

段ボールシート、段ボールケース

及び段ボール間仕切り等）の供給 

78 災害時における物

資の供給等に関す

る協定 

危機管

理室 

株式会社有村紙

工 

災害時における救援活動の

相互協力 

段ボール製品（段ボールベッド、

段ボールシート、段ボールケース

及び段ボール間仕切り等）の供給 

79 帰宅困難者対策の

連携協力に関する

協定 

危機管

理室 

株式会社西武鉄

道 

大規模災害等に起因する帰

宅困難者に対する応急対策

活動の連携協力 

大規模な地震等の際、公共交通

機関が運行停止等による帰宅困

難者に対して、一時滞在施設など

の提供 

80 災害時における避

難施設に係る情報

提供に関する協定 

危機管

理室 

株式会社バカン 災害時の的確かつ迅速な情

報収集等を図る 

避難所の混雑情報等を配信 

81 災害時における応

急対策の協力に関

する協定 

危機管

理室 

埼玉土建一般労

働組合所沢支部 

災害応急業務に迅速かつ的

確に対応する 

・避難所その他市施設の応急補

修資機材等の提供に関すること 

・倒壊建物等からの救出救援活

動 

82 帰宅困難者対策の

連携協力に関する

協定 

危機管

理室 

西武バス株式会

社 

大規模災害等に起因する帰

宅困難者に対する応急対策

活動の連携協力 

大規模な地震等の際、公共交通

機関が運行停止等による帰宅困

難者に対して、一時滞在施設など

の提供 

83 災害時における無

人航空機（ドロー

ン）の活用に関する

協定 

危機管

理室 

株式会社アクティ

ブガジェット 

災害時における救援活動の

相互協力 

・無人航空機（ドローン）を活用し

た被害状況等の情報収集や被災

者の捜索活動への協力 

・収集したデータを活用しての災

害地図等の作成支援 

84 帰宅困難者対策の

連携協力に関する

協定 

危機管

理室 

株式会社西武プ

ロパティーズ 

大規模災害等に起因する帰

宅困難者に対する応急対策

活動の連携協力 

大規模な地震等の際、公共交通

機関が運行停止等による帰宅困

難者に対して、一時滞在施設など

の提供 

85 防災に係る連携協

力に関する協定 

危機管

理室 

株式会社ＫＡＤＯ

ＫＡＷＡ 

災害時における救援活動の

相互協力 

大規模な地震等の災害などに起

因し、市民や来訪者に対し、双方

が連携して発災時の応急活動に

あたること、地域防災活動を通じ

て効果的に安全で魅力ある地域

づくりを推進する 

86 帰宅困難者対策の

連携協力に関する

協定 

危機管

理室 

住商アーバン開

発株式会社グラ

ンエミオ所沢事業

所 

大規模災害等に起因する帰

宅困難者に対する応急対策

活動の連携協力 

大規模な地震等の際、公共交通

機関が運行停止等による帰宅困

難者に対して、一時待機場所など

の提供 

87 災害時等における

停電復旧及び啓開

作業の相互協力に

関する覚書 

危機管

理室 

東京電力パワー

グリッド株式会社

志木支社 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時における道路の啓開作業

等（「災害時等における電力復旧

等に関する協定」第 5条におけ

る覚書） 

88 災害時における福

祉避難所施設利用

に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人藤

の実会ぷらす 

災害時における福祉避難所

としての施設利用 

高齢者や障害者等の福祉避難所

としての施設利用 

89 帰宅困難者対策の

連携協力に関する

協定 

危機管

理室 

有限会社アトム開

発 

大規模災害等に起因する帰

宅困難者に対する応急対策

活動の連携協力 

大規模な地震等の際、公共交通

機関が運行停止等による帰宅困

難者に対して、一時滞在施設など

の提供 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

90 災害時における支

援物資の受入及び

配送等に関する協

定 

危機管

理室 

佐川急便株式会

社 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時の支援物資の受入及び配

送協力 

91 帰宅困難者対策の

連携協力に関する

協定 

危機管

理室 

株式会社遊楽 大規模災害等に起因する帰

宅困難者に対する応急対策

活動の連携協力 

大規模な地震等の際、公共交通

機関が運行停止等による帰宅困

難者に対して、一時待機場所・一

時滞在施設などの提供 

92 災害時における応

急生活物資の供給

に関する協定 

危機管

理室 

株式会社セキ薬

品 

災害時における救援活動の

相互協力 

生活物資の調達及び供給、物資

搬送車両の供給 

93 災害時における物

資調達に関する協

定 

危機管

理室 

スギホールディン

グス株式会社 

災害時における救援活動の

相互協力 

生活物資の調達及び供給 

94 災害時の医療救護

活動に関する協定 

危機管

理室 

所沢市医師会 災害時の医療救護活動の

協力 

傷病者に対する応急処置や必要

な医療の提供など 

95 災害時の歯科医療

救護活動に関する

協定 

危機管

理室 

所沢市歯科医師

会 

災害時の歯科医療救護活

動の協力 

傷病者に対する応急処置や必要

な歯科医療の提供など 

96 災害時の医療救護

活動に関する協定 

危機管

理室 

所沢市薬剤師会 災害時の医療救護活動の

協力 

傷病者に対する調剤、服薬指導

など 

97 災害時における指

定福祉避難所設置

運営に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人所

沢市社会福祉協

議会 

災害時における指定福祉避

難所としての設置運営 

あらかじめ特定された要配慮者

の指定福祉避難所として設置、

運営 

98 災害時における指

定福祉避難所設置

運営に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人藤

の実会 

災害時における指定福祉避

難所としての設置運営 

あらかじめ特定された要配慮者

の指定福祉避難所として設置、

運営 

99 災害時における指

定福祉避難所設置

運営に関する協定 

危機管

理室 

社会福祉法人皆

成会 

災害時における指定福祉避

難所としての設置運営 

あらかじめ特定された要配慮者

の指定福祉避難所として設置、

運営 

100 帰宅困難者対策の

連携協力に関する

協定 

危機管

理室 

住商アーバン開

発株式会社 

大規模災害等に起因する帰

宅困難者に対する応急対策

活動の連携協力 

大規模な地震等の際、公共交通

機関の運航停止等による帰宅困

難者に対して、一時待機場所・一

時滞在施設などの提供 

101 災害時における情

報収集等の協力に

関する覚書 

危機管

理室 

所沢新聞販売協

会 

災害時の的確かつ迅速な情

報収集等を図る 

「災害時における情報収集等の

協力に関する協定」における情報

の報告方法の整備 

102 行政告知放送に関

する覚書 

危機管

理室 

株式会社ジェイコ

ムさいたま所沢局 

災害時の的確かつ迅速な情

報収集等を図る 

防災行政無線での行政告知放送

を相手方の設備を利用した再送

信 

103 災害時における防

災拠点校の使用に

関する覚書 

危機管

理室 

埼玉県立所沢商

業高等学校 

埼玉県の防災拠点校の市の

避難所等としての使用 

埼玉県の災害拠点校の使用にあ

たり、管理・運営方法等を定める 

104 所沢パークタウン

駅前通り団地、防

災備蓄倉庫設置用

地の管理運営に関

する覚書 

危機管

理室 

駅前通り団地自

治会 

土地の使用賃借に関して定

めるもの 

土地の使用賃借に関する事項 

105 プラザシティ新所沢

緑町第三防災備蓄

倉庫の管理運営に

関する覚書 

危機管

理室 

新所沢団地自治

会自主防災会 

防災倉庫の管理運営 防災備蓄倉庫の管理運営 

106 プラザシティ新所沢

けやき通り第二防

災備蓄倉庫の管理

運営に関する覚書 

危機管

理室 

新所沢団地自治

会自主防災会 

防災倉庫の管理運営 防災備蓄倉庫の管理運営 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

107 災害時の県立学校

の使用に関する覚

書 

危機管

理室 

埼玉県立所沢中

央高等学校、埼

玉県立所沢高等

学校、埼玉県立

芸術総合高等学

校、埼玉県立所

沢西高等学校、

埼玉県立所沢お

おぞら特別支援

学校 

指定緊急避難場所及び指

定避難所としての相手方施

設の使用 

指定緊急避難場所及び指定避難

所としての相手方施設の使用方

法を定める 

108 災害時における物

資供給に関する協

定 

危機管

理室 

ピジョン株式会社 災害時における救援活動の

相互協力 

生活物資の調達及び供給 

109 災害時における車

両等の貸与に関す

る協定 

危機管

理室 

株式会社ホンダ

カーズ埼玉西 

災害時における救援活動の

相互協力 

災害時における車両等の貸与 

110 日本国埼玉県所沢

市とイタリア共和国

ヴェネト州ティエー

ネ市の間で交わさ

れる覚書 

経営企

画部 

企画総

務課 

イタリア共和国ヴ

ェネト州ティエー

ネ市 

両市の友好関係を発展させ

るため。 

両市民間、両市の諸団体間間の

交流推進を図り、ツーリズム・文

化・芸術・歴史・スポーツ・経済な

どの各分野で、交流と相互理解

を深め活動を発展させる。 

111 防衛医科大学校の

運営等に関する協

定書 

企画総

務課 

防衛医科大学

校、東京防衛施

設局長（現：北関

東防衛局） 

防衛医科大学校および防衛

医科大学校病院の建設にあ

たり、施設の運営方針や医

療提供の範囲などを明確に

するため締結。 

防衛医科大学校の運営、地域

量、施設に関する定め 

112 パートナーシップ・

ファミリーシップ制

度に係る連携に関

する協定書 

企画総

務課 

飯能市、狭山市、

入間市、日高市 

この協定は、構成市におい

て制度を円滑かつ柔軟に運

用することで、制度の利用

者が安心して自分らしく生

活できるよう支援することを

目的とする。 

・５市間での転出、転入に伴う手

続きを転入先の自治体のみとす

る。 

・転入先の自治体への提出書類

（戸籍謄本等）が一部省略でき

る。 

・制度の周知や多様な性の在り

方に関する啓発を５市で連携して

行う。 

113 パートナーシップ制

度に係る連携に関

する協定書 

企画総

務課 

埼玉県内全市町

村 

協定市町村において制度を

円滑かつ柔軟に運用するこ

とで、制度の利用者の住所

の異動に伴う手続上の負担

軽減を図ることを目的とす

る。 

・他の協定市町村から転出してき

た利用者が、協定市町村から交

付された、利用者である旨の証

明書等を所持している場合は、

宣誓行為を原則不要とし、協定

市町村がそれぞれ定める簡易な

手続きで証明書等を交付する。・

協定市町村が証明書等を交付し

たときは、利用者の同意に基づ

き、転出元の協定市町村へ通知

する。 

114 株式会社スタジオ

ジブリと所沢市との

所沢駅発車メロデ

ィに関する協定書 

企画総

務課 

株式会社スタジ

オジブリ 

本協定は、スタジオジブリが

音楽出版社として権利を有

する「となりのトトロ」の楽曲

を、所沢市が所沢駅で発車

メロディとして使用すること

について、必要な事項を定

めることを目的とする。 

所沢駅１番ホームから５番ホーム

において、発車メロディとして使

用する場合に限り、次に掲げる楽

曲（以下一括して「本件楽曲」とい

う。）の使用を許諾する。 

①「となりのトトロ」（JASRAC作

品コード 056-2246-8） 

②「さんぽ」（JASRAC作品コー

ド 037-2273-2） 

115 公共施設マネジメ

ントの推進に向け

た連携及び協力に

関する協定 

経営企

画課 

株式会社埼玉り

そな銀行 

公共施設マネジメントの推

進に向けて、連携及び協力

を行う。 

公共施設マネジメントの推進に向

けて、連携及び協力を行う。 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

116 COOL JAPAN 

FOREST構想の

推進に関する協定 

経営企

画課 

株式会社

KADOKAWA 

株式会社 KADOKAWA

との相互に緊密な連携と協

力のもと、「COOL 

JAPAN FOREST構想」

で掲げた「みどり・文化・産

業が調和したまち」として発

展していくこと。 

・地域と調和した環境づくりに関

すること 

・観光の振興に関すること 

・文化・教育・人づくりに関するこ

と 

・産業振興に関すること 

・その他地域の活性化に資するこ

と 

117 所沢市と所沢市内

郵便局との包括連

携に関する協定 

経営企

画課 

日本郵便株式会

社所沢市内郵便

局 

絆を紡ぐまちづくりの推進に

寄与すること。 

・安心・安全な暮らしの実現に関

する事項 

・地域福祉活動に関する事項 

・産業経済の活性化に関する事

項 

・その他、双方で協議し必要と認

める事項 

118 所沢市と株式会社

セブン-イレブン・ジ

ャパンとの地域活

性化包括連携協定 

経営企

画課 

株式会社セブン-

イレブン・ジャパン 

地域の活性化と市民サービ

スの向上を図ること。 

・地域コミュニティの支援に関す

ること・障害者支援、高齢者支援

に関すること・防災、防犯に関す

ること・子ども支援、青少年健全

育成に関すること・市民の健康づ

くり、スポーツの推進に関するこ

と・環境保全に関すること・産業

の振興、地域雇用の創出に関す

ること・観光の振興、賑わいの創

出に関すること・農業の振興、地

産地消の促進に関すること・文

化、芸術の振興に関すること・所

沢ブランドの発信に関すること・

その他地域の活性化と市民サー

ビスの向上に関すること 

119 埼玉東上地域大学

教育プラットフォー

ム包括協定 

経営企

画課 

埼玉東上地域大

学教育プラットフ

ォーム 

地域の自立、持続可能な地

域社会の実現とその発展に

寄与すること。 

多様な高等教育及びリカレント教

育の展開、人々が安心して、安全

に、幸せに暮らせる地域づくりの

推進、若者の定住促進を図り、地

域産業の振興と雇用の創出など

に資する事業を行う。 

120 官学連携に関する

基本協定 

経営企

画課 

早稲田大学人間

科学部・スポーツ

科学部 

福祉、環境、教育、文化、ス

ポーツ、芸術などの分野に

おいて相互に協力し、地域

社会の発展と人材育成に寄

与すること。 

・社会福祉の充実に関する事項 

・都市環境の保全・創出に関する

事項 

・教育・文化・スポーツの発展と振

興に関する事項 

・産業振興に関する事項 

・地域コミュニティの発展に関す

る事項 

・人材育成に関する事項 

・その他、必要と認める事項 

121 官学連携に関する

基本協定 

経営企

画課 

日本大学芸術学

部 

福祉、環境、教育、文化、芸

術などの分野において相互

に協力し、地域社会の発展

と人材育成に寄与すること。 

・社会福祉の充実に関する事項 

・都市環境の保全・創出に関する

事項 

・教育・文化・スポーツの発展と振

興に関する事項 

・産業振興に関する事項 

・地域コミュニティの発展に関す

る事項 

・人材育成に関する事項 

・その他、必要と認める事項 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

122 官学連携に関する

基本協定 

経営企

画課 

西武学園医学技

術専門学校 

福祉、環境、教育、文化、芸

術などの分野において相互

に協力し、地域社会の発展

と人材育成に寄与すること。 

・社会福祉の充実に関する事項・

都市環境の保全・創出に関する

事項・教育・文化・スポーツの発

展と振興に関する事項・産業振興

に関する事項・地域コミュニティ

の発展に関する事項・人材育成

に関する事項・その他、必要と認

める事項 

123 官学連携に関する

基本協定 

経営企

画課 

学校法人秋草学

園 

福祉、環境、教育、文化、芸

術などの分野において相互

に協力し、地域社会の発展

と人材育成に寄与すること。 

・社会福祉の充実に関する事項 

・都市環境の保全・創出に関する

事項 

・教育・文化・スポーツの発展と振

興に関する事項 

・産業振興に関する事項 

・地域コミュニティの発展に関す

る事項 

・人材育成に関する事項 

・その他、必要と認める事項 

124 所沢市内のマチづ

くりに関する包括連

携協定 

経営企

画課 

株式会社西武ホ

ールディングス、

西武鉄道株式会

社、株式会社西

武リアルティソリ

ューションズ 

所沢市総合計画及び所沢

市都市計画マスタープラン

に基づき、所沢市内の地域

活性化や西武鉄道沿線の

持続的発展に資すること。 

・コンパクト・プラス・ネットワーク

のマチづくり 

・歩いて暮らせるマチづくり 

・自然・環境に配慮したマチづくり 

・活力・にぎわいのあるマチづくり 

・安全で安心して暮らせるマチづ

くり 

・その他、地域や鉄道沿線の持続

的発展に関すること 

125 所沢市と大塚製薬

株式会社との包括

連携協定 

経営企

画課 

大塚製薬株式会

社 

地域の諸課題に迅速かつ的

確に対応し、地域の活性化

及び市民サービスの向上に

資すること。 

(1)健康維持・増進に関すること 

(2)熱中症対策に関すること 

(3)スポーツ振興に関すること 

(4)災害対策に関すること 

(5)その他、協定の目的の達成に

資すること 

126 所沢市と飯能信用

金庫との包括連携

協定 

経営企

画課 

飯能信用金庫 持続可能なまちづくりを推

進し、地域の活性化と住民

サービスの向上を図ること。 

・地域産業の振興に関すること・

創業・経営支援に関すること・ゼ

ロカーボンシティの実現に関する

こと・防災・防犯に関すること・金

融リテラシーに関すること・その

他、両者が必要と認めること 

127 公の施設の相互利

用に関する協定 

経営企

画課 

飯能市・狭山市・

入間市・日高市

（埼玉県西部地域

まちづくり協議

会） 

圏域住民の福祉の向上。 対象の公共施設について、協議

会構成 5市の住民が、それぞれ

の市民の方と同じ料金・同じ条件

で利用できること。 

128 チラデジを活用した

地域情報等発信に

関する協定書 

広報課 PIAZZA株式会

社 

双方が連携・協力し、協定の

相手方が運営する生成 AI

を活用した自治体 DXサー

ビス「チラデジ」を活用して

地域のイベント情報を提供

し、住民の外出機会を促進

するとともに、地域活性を図

り、地域の社会的課題を解

決すること。 

定期的に、紙またはデータでチラ

シとして広報課に集約されたもの

を送付し、相手方が「チラデジ」を

活用してWEBサイトに掲載す

る。 

129 所沢市及び

PIAZZA株式会

社との連携に関す

る協定書 

広報課 PIAZZA株式会

社 

双方が連携・協力し、相手方

が運営する地域コミュニティ

アプリ「ピアッザ」を活用する

ことにより、住民同士のつな

がりの形成や地域コミュニ

ティの活性を図り、もって地

域の社会的課題を解決する

こと。 

地域コミュニティの活性化に向け

た行政・地域情報の発信や、住民

同士のコミュニティの形成を促

す。 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

130 所沢市の行政情報

等発信に関する協

定書 

広報課 株式会社フュチャ

ーリンクネットワー

ク、HonestStar

株式会社 

ポータルサイトにおいて、市

から提供された行政情報等

を、所沢市民の利便性の向

上を目的とした民間情報と

一体的に発信等を行うこと。 

市は、市民等に有益であると市が

認める行政情報等を相手方に提

供する。 

相手方は、市から提供を受けた

行政情報等及び市民等に有益で

あると判断した行政情報等をポ

ータルサイト及び提携媒体に掲載

する。 

131 「所沢市暮らしの便

利帳２０２４」の協働

発行に関する協定

書 

広報課 株式会社サイネッ

クス 

住民サービスの向上及び地

域社会への貢献。 

官民協働の精神に基づき、協働

して便利帳を制作し、市内全戸

配布及び電子書籍化を行う。 

132 所沢市自治体ＤＸ

の推進等に関する

連携合意書 

デジタル

戦略課 

公益社団法人埼

玉県情報サービ

ス産業協会 

相互に連携し、所沢市にお

ける自治体ＤＸの推進に寄

与する調査等を行うこと 

・庁内からの課題・要望・相談事

項等の受付・整理・分析・ヒアリン

グ、インタビュー等による業務等

の現状分析・業務の改善に向け

た分析結果の報告・その他自治

体ＤＸの推進に寄与する調査等 

133 特定健康診査にか

かる健康診断の記

録の提供等に関す

る覚書 

総務部 

職員課 

埼玉県市町村職

員共済組合、所

沢市市民医療セ

ンター 

高齢者医療法第２７条第３

項の規定に基づき、健診記

録の授受を適切に行い、も

って特定健康診査の実施に

代えること。 

職員が所沢市市民医療センター

で受診した定期健康診断、人間

ドックの結果のうち、特定健診デ

ータを所沢市市民医療センター

を通して埼玉県市町村職員共済

組合に提供する。 

134 令和７年度インター

ンシップに関する覚

書 

職員課 大東文化大学ｷｬﾘ

ｱｾﾝﾀｰ、駿河台大

学ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ、日

本大学危機管理

学部、武蔵野美

術大学、学校法

人中央大学ｷｬﾘｱｾ

ﾝﾀｰ、実践女子大

学、明治大学就

職ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ、東

京農業大学ｷｬﾘｱｾ

ﾝﾀｰ、日本大学法

学部、学校法人

東京女子医科大

学、日本大学文

理学部、日本大

学理工学部、明

治学院大学ｷｬﾘｱｾ

ﾝﾀｰ、駒澤大学、

学習院大学、二

松学舎大学、津

田塾大学、東洋

大学川越事務

部、獨協大学 

当市への受験を希望する大

学生が、職場実習を通して

業務を実際に体験すること

で、市役所の仕事を理解す

るとともに、自身の能力を見

極め、就職活動に資する機

会とすること。 

協定の相手方に在学する学生を

インターンシップ実習生として受

入れるに当たっての実習条件等 

135 所沢市と学校法人

早稲田大学とのキ

ャリア形成支援に

係る取組みに関す

る覚書 

職員課 早稲田大学キャリ

アセンター 

キャリア教育の一環として、

実習生が実践的な就業体験

を通し、自身の具体的な進

路について問題意識や目的

意識を持てるよう考えを深

める機会とし、職業意識を

育成すること。 

早稲田大学の学生をインターン

シップ実習生として受入れるに当

たっての実習内容等 

136 令和７年度職業体

験事業に関する覚

書 

職員課 秋草学園短期大

学 

官学連携、地域協働の精神

に基づき、秋草学園短期大

学のキャリア教育の一環とし

て、実習生に職場体験の機

会を提供すること。 

秋草学園短期大学の学生を職業

体験実習生として受入れるに当

たっての実習条件等 
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協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

137 研修職員の取扱い

に関する協約書 

職員課 埼玉県 埼玉県市町村職員実務研

修要綱に基づき、所沢市か

ら埼玉県へ研修のため派遣

する職員の取扱いに関し必

要な事項を定めること。 

所沢市から埼玉県へ研修のため

派遣する職員の取扱い（身分、給

与、勤務条件等） 

138 派遣職員の取扱い

に関する協定書 

職員課 埼玉県 地方自治法第 252条の

17の規定により、埼玉県か

ら所沢市へ派遣する職員の

取扱いに関し必要な事項を

定めること。 

埼玉県から所沢市へ派遣する職

員の取扱い（身分、給与、服務

等） 

139 派遣職員の取扱い

に関する協定書 

職員課 埼玉県後期高齢

者医療広域連合 

地方自治法第 252条の

17の規定により、所沢市か

ら埼玉県後期高齢者医療広

域連合へ派遣する職員の取

扱いに関し必要な事項を定

めること。 

所沢市から埼玉県後期高齢者医

療広域連合へ派遣する職員の取

扱い（身分、給与、服務等） 

140 職員の派遣に関す

る協定書 

職員課 埼玉西部消防組

合 

地方自治法第 252条の

17の規定により、所沢市か

ら埼玉西部消防組合へ派遣

する職員の取扱いに関し必

要な事項を定めること。 

所沢市から埼玉西部消防組合へ

派遣する職員の取扱い（併任、給

与、勤務条件等） 

141 職員の派遣に関す

る協定書 

職員課 埼玉西部消防組

合 

地方自治法第 252条の

17の規定により、埼玉西部

消防組合から所沢市へ派遣

する職員の取扱いに関し必

要な事項を定めること。 

埼玉西部消防組合から所沢市へ

派遣する職員の取扱い（併任、給

与、勤務条件等） 

142 協定書 財務部 

財政課 

株式会社埼玉り

そな銀行所沢支

店 

埼玉りそな銀行の信託業務

機能を通じて互いに協力し

て、遺贈により社会貢献を

実施したいとの篤志を受け

入れるため。 

・市は、遺言信託の利用により遺

贈を希望するものがあれば、本

人の同意を得た上で、銀行に取

次ぐ。 

・銀行は、希望者に対して遺言信

託の説明を行ない、その相談を

受ける。 

143 協定書 財政課 株式会社さとふる 災害等が発生し、本市が被

災した際に、全国から幅広く

寄附を募ることを目的として

締結している。 

市が災害に罹災した場合、㈱さと

ふるがふるさと納税制度にかか

る個人からの市に対する寄附の

受付業務等を行う。 

144 拾得物件の保管及

び管理に関する協

定書 

管財課 所沢警察署 施設内で拾得した物品のう

ち、警察署が定める物品に

ついて施設占有者が保管及

び管理を可能とし、警察署

に搬送する手間等を省略

化、また遺失した場所で遺

失者に返還できるため利便

性が向上する。 

庁舎内における拾得物の保管及

び管理、遺失者への返還等に関

する取り扱い。 

145 所沢市における自

治会等への加入等

の促進に関する協

定書 

市民部

地域づく

り推進課 

所沢市自治連合

会、公益社団法

人埼玉県宅地建

物取引業協会所

沢支部、公益社

団法人全日本不

動産協会埼玉県

本部所沢支部 

所沢市における自治会等へ

の加入及び参加の促進に関

して、相互理解と協働によ

り、地域の人々がつながり

支え合う、絆を実感すること

ができるまちを目指すととも

に、誰もが安心して快適に

暮らすことができる地域社

会の実現に寄与すること。 

・積極的に自治会等への加入等

の促進を図る。・自治会等への加

入促進チラシ等を新規入居者や

住宅購入等への加入促進の働き

かけを行う。 

146 所沢市と武蔵野美

術大学との 文化芸

術等における連携・

協力に関する協定

書 

文化芸

術振興

課 

武蔵野美術大学 文化芸術及びそれに関連す

る分野において、市と大学

の緊密な連携の下に相互に

協力し、文化芸術を通じて

地域社会の発展と創造的思

考力を持つ人材育成に寄与

すること。 

文化芸術及びそれに関連する分

野において相互に協力する。 
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147 所沢市民保養施設

利用事業協定書 

市民相

談課 

石和温泉旅館協

同組合、小鹿野

町長（国民宿舎両

神荘）、有限会社

喜平（旅館喜

平）、株式会社津

南高原開発（ニュ

ー・グリーンピア

津南）、株式会社

当間高原リゾート

（あてま高原リゾ

ートベルナティオ） 

所沢市民が市民保養施設

利用事業を通して心身のリ

フレッシュを図り、健康の増

進に寄与するために連携協

力すること。 

施設側は、宿泊について優待割

引料金を適用するほか、施設内

の有料販売物にも優待割引を適

用することや、必要に応じてチラ

シ等を作成し、市や市民に提供

する。 

市は、市民保養施設利用事業の

周知とともに施設の PRを行う。 

148 所沢市おくやみハ

ンドブック官民協働

発行事業に関する

協定書 

市民課 株式会社鎌倉新

書 

本協定は、死亡届提出後の

遺族の事務手続き等に関す

る情報をより分かりやすく伝

えるおくやみハンドブックを

制作するための役割分担等

を定めることを目的とする。 

株式会社鎌倉新書がおくやみハ

ンドブックの冊子データの作成・

印刷・納品を行う。 

149 全国自治体おくや

み手続きナビ情報

掲載に関する協定

書 

市民課 株式会社鎌倉新

書 

本協定は、おくやみに関連

する行政手続にかかる各種

情報を本サービスに掲載す

ることで、当該手続きを利用

する者の利便性を向上し、

また、自治体業務を効率化

ならびに軽減することことを

目的とし、その役割分担を

定めている。 

おくやみナビの管理及び利便性

の向上を目的とした関連リンクの

設定。 

150 「おくやみコーナー」

設置・運営に関する

自治体支援協定書 

市民課 株式会社鎌倉新

書 

本協定は、所沢市がおくや

みコーナー設置・運営業務

に係る業務を実施するにあ

たり、株式会社鎌倉新書が

所沢市に対し必要な支援を

行うことで、おくやみコーナ

ーの設置ならびにそれに付

随する行政サービスの提供

の質を向上させることを目

的とする。 

おくやみコーナー設置・運営業務

に係る業務を実施するにあたり、

必要な支援を行う 

151 西武鉄道池袋線西

所沢駅における西

口改札口の開設等

に関する基本協定

書 

防犯交

通安全

課 

西武鉄道株式会

社 

西所沢駅周辺の安全性及

び利便性の向上を図るた

め、本事業に関する基本的

事項を定め、市及び西武鉄

道が協力して本事業を円滑

に進めることを目的とする。 

西所沢駅に西口を設置する事業

を推進していくことについて合意

した。 

152 西武鉄道池袋線西

所沢駅における西

口改札口の開設等

に関する実施設計

協定書 

防犯交

通安全

課 

西武鉄道株式会

社 

西口改札口の開設等に関す

る実施設計を行う。 

鉄道施設の実施設計。 

153 所沢市の地域安全

に関する協定書 

防犯交

通安全

課 

株式会社

KADOKAWA、

所沢警察署 

所沢市民及び所沢市への来

訪者を犯罪や交通事故から

守るため、3者で連携して

地域安全活動を効果的に推

進し、もって安全で安心な

魅力ある地域づくりを推進

すること。 

市内において防犯及び交通安全

活動に取り組む 
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154 所沢市防犯のまち

づくりに関する協定

書 

防犯交

通安全

課 

武州ガス株式会

社、所沢警察署 

子どもや女性、高齢者等を

犯罪被害から守るとともに、

多発している街頭犯罪や侵

入盗等の犯罪を防止するた

め、3者が連携して防犯の

まちづくりを効果的に推進

し、もって所沢市民が安全

で安心して暮らせるまちづく

りを推進すること。 

市内における防犯のまちづくり推

進に向けた取り組みを行う。 

155 所沢市防犯のまち

づくりに関する協定

書 

防犯交

通安全

課 

東京電力パワー

グリット株式会社

志木支社（旧：東

京電力株式会社

志木支社）、所沢

警察署 

子どもや女性、高齢者等を

犯罪被害から守るとともに、

多発している街頭犯罪や侵

入盗等の犯罪を防止するた

め、3者が連携して防犯の

まちづくりを効果的に推進

し、もって所沢市民が安全

で安心して暮らせるまちづく

りを推進すること。 

市内における防犯のまちづくり推

進に向けた取り組みを行う。 

156 所沢市防犯のまち

づくりに関する協定

書 

防犯交

通安全

課 

株式会社ジェイコ

ムさいたま（旧：株

式会社シティケー

ブルネット）、所沢

警察署 

子どもや女性、高齢者等を

犯罪被害から守るとともに、

多発している街頭犯罪や侵

入盗等の犯罪を防止するた

め、3者が連携して防犯の

まちづくりを効果的に推進

し、もって所沢市民が安全

で安心して暮らせるまちづく

りを推進すること。 

市内における防犯のまちづくり推

進に向けた取り組みを行う。 

157 所沢市防犯のまち

づくりに関する協定

書 

防犯交

通安全

課 

埼玉県電気工事

工業組合、所沢

警察署 

子どもや女性、高齢者等を

犯罪被害から守るとともに、

多発している街頭犯罪や侵

入等の犯罪を防止するた

め、3者が連携して防犯の

まちづくりを効果的に推進

し、もって所沢市民が安全

で安心して暮らせるまちづく

りを推進すること。 

市内における防犯のまちづくり推

進に向けた取り組みを行う。 

158 埼玉県西部地区 5

市における防犯情

報の相互交換等に

関する協定書 

防犯交

通安全

課 

所沢警察署、飯

能市、日高市、飯

能警察署、狭山

市、入間市、狭山

警察署、埼玉県

西部地域振興セ

ンター 

西部地区 5市において、防

犯情報を相互に交換すると

ともに、行政、警察及び自治

会等が連携して行う防犯活

動等の推進を図り、もって西

部地区 5市の市民が安全

で安心して暮らすことがで

きるまちづくりに寄与するこ

と。 

市民生活を脅かす犯罪から市民

を守り安全で安心して暮らせるま

ちづくりを推進する活動を行う。 

159 所沢市犯罪情報の

住民提供等に関す

る協定 

防犯交

通安全

課 

所沢市自治連合

会、所沢警察署 

住民生活の安全・安心を図

るため、3者が連携して地

域住民に対する犯罪情報の

提供及び注意喚起を行い、

もって地域住民等を犯罪被

害から守ること。 

犯罪から地域住民を守り、住民

生活の安全・安心を図るため、犯

罪情報の提供及び犯罪の注意喚

起に取り組む。 

160 地域でみまもり支

え合い事業（トコろ

んおかえりＱＲに関

する連携協定書 

福祉部 

高齢者

支援課 

株式会社マップル 認知症高齢者等やその家族

を地域で見守り、誰もが安

心して暮らし続けられるよ

う、支え合う体制づくりを目

的とする。 

ＱＲコード付きシール 「トコろん

おかえりＱＲ」を甲が製作し、販売

経路を共同で 開拓して、乙が市

民に周知・啓発する。 

161 所沢市「わたし」の

整理帳の協働発行

に関する協定書 

地域福

祉センタ

ー 

有限会社サイシン

広告 

市及び事業者各々の役務と

協定内容を誠実に履行する

ことを明確化し、住民サービ

スの向上及び地域社会への

貢献を図るため。 

エンディングノートの作製等 
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162 所沢市と国立精

神・神経医療研究

センター精神保健

研究所の連携に関

する協定書 

こども未

来部こど

も福祉課 

国立研究開発法

人国立精神・神経

医療研究センター 

行政と研究活動を相互に発

展させ、実証的な根拠に基

づく支援の確立及び地域社

会における支援体制の向上

に寄与していくこと。 

受託者の専門的知見や研究成果

をセンターの事業に活かすこと、

センターの事業を受託者の研究

活動に活かすこと等について連

携・協力及び検討を行う。 

163 所沢市と株式会社

ネクストビートの保

育に関する連携協

定書 

保育幼

稚園課 

株式会社ネクスト

ビート 

教育・保育人材の確保及び

保育や子育てに魅力的な地

域づくりに寄与すること 

教育・保育人材の確保及び保育

や子育てに関する事項について

の連携 

164 気候変動適応法に

基づく指定暑熱避

難施設に係る協定

書 

健康推

進部 

保健医

療課 

公益財団法人所

沢市公共施設管

理公社 外 21件 

気候変動適応法に基づく指

定暑熱避難施設について、

熱中症による人の健康に係

る被害の発生の防止が図ら

れるよう、当該施設の指定

暑熱避難施設としての指定

及び運営に当たり必要な事

項を定めることを目的とす

る。 

熱中症警戒アラート等運用期間

に、指定暑熱避難施設（クーリン

グシェルター）として、開放可能日

等において、施設を開放する。 

また、熱中症特別警戒情報の発

表時以外においても、暑熱を避

けるための滞在場所として、施設

の一部を一般に開放するよう努

める。 

165 気候変動適応法に

基づく指定暑熱避

難施設に係る協定

書 

保健医

療課 

日本郵便株式会

社関東支社 

気候変動適応法に基づく指

定暑熱避難施設について、

熱中症による人の健康に係

る被害の発生の防止が図ら

れるよう、当該施設の指定

暑熱避難施設としての指定

及び運営に当たり必要な事

項を定めることを目的とす

る。 

熱中症警戒アラート等運用期間

に、指定暑熱避難施設（クーリン

グシェルター）として、開放可能日

等において、施設を開放する。 

また、熱中症特別警戒情報の発

表時以外においても、暑熱を避

けるための滞在場所として、施設

の一部を一般に開放するよう努

める。 

166 気候変動適応法に

基づく指定暑熱避

難施設に係る協定

書 

保健医

療課 

株式会社イースタ

ンスポーツ所沢ス

ターレーン 外 14

件 

気候変動適応法に基づく指

定暑熱避難施設について、

熱中症による人の健康に係

る被害の発生の防止が図ら

れるよう、当該施設の指定

暑熱避難施設としての指定

及び運営に当たり必要な事

項を定めることを目的とす

る。 

熱中症警戒アラート等運用期間

に、指定暑熱避難施設（クーリン

グシェルター）として、開放可能日

等において、施設を開放する。 

また、熱中症特別警戒情報の発

表時以外においても、暑熱を避

けるための滞在場所として、施設

の一部を一般に開放するよう努

める。 

167 所沢市、所沢市医

師会、所沢市薬剤

師会及び明治薬科

大学との連携によ

る市民の健康増進

に関する包括的協

定書 

国民健

康保険

課 

所沢市医師会、

所沢市薬剤師

会、明治薬科大

学 

市民一人ひとりが心身とも

に健康と感じ、住み慣れた

地域で安心して生き生きと

した生活を送ることができる

「健幸長寿のマチ所沢」の実

現を目指し、相互に連携協

力することにより、市民の健

康増進と健康寿命の延伸を

図ることを目的とする。 

市民の健康増進に関して連携す

る。 

168 「所沢市、所沢市医

師会、所沢市薬剤

師会及び明治薬科

大学との連携によ

る市民の健康増進

に関する包括的協

定書」に関する覚書 

国民健

康保険

課 

所沢市医師会、

所沢市薬剤師

会、明治薬科大

学 

40歳以上の所沢市国民健

康保険被保険者並びに所沢

市在住の 84歳までの後期

高齢者医療制度被保険者

の服薬状況を確認し、服薬

上の問題発生が疑われる被

保険者について、情報共有

のうえ、服薬の適正化を図

る。 

かかりつけ医・かかりつけ薬局の

推進による服薬の適正化を図る。 

169 自殺対策 SNS等

相談事業における

「連携自治体事業」

に関する協定 

健康管

理課ここ

ろの健康

支援室 

特定非営利活動

法人自殺対策支

援センター ライフ

リンク 

自殺防止対策及び自死遺

族支援について、双方の人

的・知的資源を活用して連

携協力を図ることに関して

基本的な事項を定め、もっ

て市における自殺対策の発

展充実に寄与すること。 

同法人が実施する相談事業を利

用した市民のうち、相談者本人の

同意を得て、相談者の情報を市

に提供することで、継続的な支援

につなげる。 
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170 実習協定書 健康づく

り支援課 

東京家政大学、

防衛医科大学

校、早稲田医療

技術専門学校 

市の施設における学生の実

習が円滑に実施され、かつ

十分な成果が上がるよう必

要な事項を定め、保健師の

育成及び確保に資すること。 

各校からの、学生実習受入れの

希望に応じて実習受け入れを行

う。内容、参加人数、実習期間及

び方法は、双方協議の上、別途

定める。 

171 実習協定書 健康づく

り支援課 

女子栄養大学、

十文字学園女子

大学、東京農業

大学 

市の施設における学生の実

習が円滑に実施され、かつ

十分な成果が上がるよう必

要な事項を定め、管理栄養

士及び栄養士の育成及び確

保に資すること。 

各校からの、学生実習受入れの

希望に応じて実習受け入れを行

う。内容、参加人数、実習期間及

び方法は、双方協議の上、別途

定める。 

172 所沢市、日本光電

工業株式会社と早

稲田大学人間科学

学術院との健康推

進施策に関する包

括的協定書 

健康づく

り支援課 

日本光電工業株

式会社、早稲田

大学人間科学学

術院 

所沢市民一人ひとりが健康

を実感しながら地域で安心

して生き生きとした生活を送

ることができる「健幸長寿の

マチ所沢」を目指し、三者が

連携して健康寿命の延伸を

図 

ること。 

以下の事項について連携して実

施する。 

・市民の健康づくりの推進に関す

る事項 

・本市における科学的かつ効果

的な健康事業の推進に関する事

項 

・その他必要と認められる事項 

173 営農型太陽光発電

事業等再生可能エ

ネルギー電源の電

力供給に関する覚

書 

環境クリ

ーン部マ

チごとエ

コタウン

推進課 

株式会社ところざ

わ未来電力、三

菱 HCキャピタル

エナジー株式会

社（旧：日立グリ

ーンエナジー株式

会社） 

営農型太陽光発電事業（対

象地：所沢市大字北岩岡字

宮原 153-1他 16,183

㎡、発電容量：

989.04kW）で発電した電

力を所沢市内の公共施設に

供給するため、相互に連携

協力すること。 

市内の再エネ電源の地産地消に

向けた取組み等を連携して進め

る。 

174 電気自動車に係る

連携協定書 

マチごと

エコタウ

ン推進課 

埼玉日産自動車

販売株式会社、

株式会社日産サ

ティオ埼玉、日産

プリンス埼玉販売

株式会社、日産

自動車株式会社 

台風、地震等大規模災害の

発生時、または発生するお

それのある場合における電

気自動車による避難所等へ

の電力の供給、市が実施す

る電気自動車に係る事業の

周知及び普及啓発並びに環

境教育活動への協力に努め

ること。 

災害時に市内の販売店より電気

自動車を借用する。 

175 所沢市、武州ガス

株式会社及び東京

ガス株式会社の脱

炭素のまちづくりに

向けた包括連携協

定書 

マチごと

エコタウ

ン推進課 

武州ガス株式会

社、東京ガス株式

会社 

2050年までに市域の二酸

化炭素の排出量実質ゼロを

目指す「ゼロカーボンシテ

ィ」実現に資する様々な事業

について連携して協力する

ため。 

・「ゼロカーボンシティ」の実現に

向けた取組のトータルコーディネ

ートに関する事項 

・エネルギーの地産地消に関する

事項 

・低炭素エネルギーの市域への

普及に関する事項 

・エネルギーデータの活用等によ

るエネルギー最適化に関する事

項 

・地域の防災機能強化等レジリエ

ンス強化に関する事項 

・地域の目線で新しい価値や営

みを創る価値共創に関する事項 

・学校等における環境教育や食

育等を通じた啓発活動に関する

事項 

・各種取組における専門的人材

の支援強化に関する事項 

・所沢市の魅力等の情報発信に

関する事項 

・その他「ゼロカーボンシティ」の

実現に関する事項 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

176 所沢市気候変動適

応センターに係る

覚書 

マチごと

エコタウ

ン推進課 

埼玉県 県と市が共同して、市域に

おける気候変動影響や適応

に関する情報収集・整理・分

析を行い、適応の取り組み

を推進すること 

県と市が共同して、市域における

気候変動影響や適応に関する情

報収集・整理・分析を行い、適応

の取り組みを推進する。 

177 「マチごとゼロカー

ボン市民会議」に関

する覚書 

マチごと

エコタウ

ン推進課 

早稲田大学人間

科学学術院 

相互に協力して気候市民会

議を開催するため、必要な

事項を定めること 

・市民会議を円滑に実施するた

め、必要な意見交換及び連絡調

整を行う。 

・市民会議開催後、その成果をも

って早稲田大学が研究を行う場

合、相互に協力することとし、そ

の内容及び条件を定めた共同研

究協定を別途締結する。 

178 「マチごとゼロカー

ボン市民会議」相

互協力に関する覚

書 

マチごと

エコタウ

ン推進課 

早稲田大学人間

科学学術院 

早稲田大学がマチごとゼロ

カーボン市民会議の成果を

踏まえた研究を実施するた

めに、相互協力に必要な事

項を定めること 

・早稲田大学が主催する市民会

議 

・市民会議参加者を対象とした調

査研究 

・市民会議参加者自らが行う活

動への支援 

・その他、目的を達成するために

必要な事業 

179 所沢市のゼロカー

ボンシティ実現に向

けた連携協定書 

マチごと

エコタウ

ン推進課 

一般社団法人再

生可能エネルギ

ー地域活性協会

（FOURE） 

再エネ等の域内への積極的

導入及び利活用の推進、並

びにそれらを通じた地域活

性化を目指し、ゼロカーボン

シティ実現に向けて取り組

むこと。 

・ゼロカーボンシティ実現に向け

た各種取組 ①民生部門の脱炭

素化に向けた各種取組 ②公共

部門の脱炭素化に向けた各種取

組 ③他自治体における取組事

例等の情報提供・ 地域活性化に

資する各種取組・ その他付随す

る取組 

180 「小手指駅・新所沢

駅・航空公園駅周

辺に設置する喫煙

設備の取り扱い」に

関する覚書に関す

る合意書 

生活環

境課 

日本たばこ産業

株式会社北関東

支社 

喫煙者と非喫煙者の双方に

配慮した喫煙環境の整備及

び環境美化施策に寄与する

こと。 

喫煙設備の無償譲渡 

181 狂犬病予防注射済

票の貸出し及び仮

交付に関する協定

書 

生活環

境課 

アニマルケアガー

デン椿峰、 えにし

動物病院、 大串

ペット動物病院、 

かねこペットクリ

ニック、かわしま

動物病院、きら星

動物病院、 桐原

動物病院、けやき

台動物病院、 航

空公園動物病

院、 小手指ペット

クリニック、Ｃｏｎｏ

ｎｏ動物病院、彩

の森動物病院狭

山ヶ丘、さわはた

動物病院、シマダ

動物病院⑮ せせ

らぎ動物病院、タ

カダ動物病院（訪

問獣医師）、所沢

愛犬病院、所沢ア

ニマルメディカル

狂犬病予防注射済票の交

付を注射を打った動物病院

でもできるようにするため。 

・市から貸出しを受けた注射済票

の保管事務 

・ 注射済票の交付の申請に係る

受付に関する事務 

・ 注射済票の仮交付に関する事

務 

・ 仮交付に係る注射済票交付申

請書の保管事務 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

センター、所沢さ

くら動物医療セン

ター、 所沢動物

病院、パシェル獣

医科、ひだまり動

物病院、ファーブ

ル動物病院、ファ

ミリー動物病院、

フェリス動物病

院、ペットクリニッ

ク茶々、PET-

SPA所沢動物

病、星の宮動物病

院、マインズアニ

マルクリニック、マ

インズ動物病院、

まつおか動物病

院、メープル動物

病院、メルシーア

ニマルクリニック、

もみの木動物病

院、山口どうぶつ

病院、和ヶ原動物

病院 

182 所沢市、株式会社

NTT ドコモ及び公

益財団法人日本自

然保護協会との 

生物多様性保全に

関する連携につい

ての協定書 

みどり自

然課 

株式会社ＮＴＴド

コモ、公益財団法

人日本自然保護

協会 

3者が協力し、所沢市が指

定する市内の生物多様性の

保全活動等を通じて、生物

多様性における評価を行

い、また、企業の参画による

生物多様性の発展性を検証

するなど、生物多様性の保

全・回復を通じて有益な価

値を創造し、また持続可能

な社会づくりに広く貢献して

いくことを目的とする。 

・市内における生物多様性の保

全及びその回復に関すること。 

・ 市内における生物多様性の保

全状況に対する評価に関するこ

と。 

・ 生物多様性の保全活動への企

業の参画及び貢献のあり方につ

いて検証すること。 

・ICT技術を活用した生物多様

性の保全活動の可能性について

検証すること。 

183 「里山の保全及び

活用」に係る研究の

検討に関する覚書 

みどり自

然課 

早稲田大学人間

科学学術院 

所沢市の里山の保全及び活

用と、それに付随しオオムラ

サキ等の里山の環境指標と

なる生物に関する共同研究

の実施可能性を検討 

大学は、本検討において得られた

データその他の成果について、市

に報告するものとする。また、大

学は、これらを試験、研究及び教

育の目的に利用できる。大学は、

市の同意を得た上で、本検討の

成果を公表することができる。 

184 さいたま緑の森博

物館の保全と活用

に関する協定書 

みどり自

然課 

公益財団法人トト

ロのふるさと基

金、西武鉄道株

式会社、入間市、

埼玉県 

狭山丘陵の雑木林や湿地な

どの自然を保全し、その自

然そのものを野外展示物と

する「さいたま緑の森博物

館」の保全と活用に先導・連

動して取り組み、生物多様

性が豊かな狭山丘陵の自然

環境を未来に引き継いでい

くことを目的とする。 

・博物館とその周辺の自然環境

の保全に努め、多様な野生動植

物が生息生育する生物多様性を

確保していくこと。 

・博物館の重要な要素である里

山を維持管理する技術と知恵を

共有しながら、里山保全を進める

こと。 

・博物館を活用した環境教育や

エコツーリズムなどの事業に取組

み、県民が自然や文化財にふれ

あう機会を提供し、その利用増進

を図ること。 

・博物館の保全と活用に関する組

織を構築し、県民、ＮＰＯ，大学、

企業等との連携を図ること。 

・その他本協定の目的を達成す

るために必要と認められる事項。 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

185 菩提樹池と周辺の

緑を守る協定書 

みどり自

然課 

菩提樹池愛好

会、山口の自然に

親しむ会、菩提樹

池田んぼの会、財

団法人トトロのふ

るさと財団、西武

鉄道株式会社、

埼玉県 

埼玉県が「まちのエコ・オア

シス保全推進事業」で公有

地化した区域と、所沢市が

地権者から寄附を受けた区

域を中心に、菩提樹池とそ

の周辺緑地の豊かな自然環

境と里山景観の保全活用を

図り、良好な状態で次世代

の子どもたちに引き継ぐ。 

・生物多様性に配慮した保全活

動を行います。 

・地域が中心となって持続的な保

全活動を行います。 

・保全と利用のルールをつくり、

広く県民の皆さんに公開します。 

・ルールづくりに当たっては、地域

住民と自然保護団体の考え方を

尊重します。 

・子どもたちの環境匡育、体験学

習に活用します。 

186 覚書 みどり自

然課 

菩提樹田んぼの

会 

保全地域の適切な維持管理

に必要となる所沢市又は相

手方の会所有の資機材を市

所有の倉庫に保管するため

の定め 

菩提樹池里山保全地域管理用倉

庫の使用を定める 

187 覚書 みどり自

然課 

山口の自然に親

しむ会 

保全地域の適切な維持管理

に必要となる所沢市又は相

手方の会所有の資機材を市

所有の倉庫に保管するため

の定め 

菩提樹池里山保全地域管理用倉

庫の使用を定める 

188 覚書 みどり自

然課 

菩提樹池愛好会 保全地域の適切な維持管理

に必要となる所沢市又は相

手方の会所有の資機材を市

所有の倉庫に保管するため

の定め 

菩提樹池里山保全地域管理用倉

庫の使用を定める 

189 取得地に係る管理

及び保全に関する

協定 

みどり自

然課 

埼玉県 計画的な保全を図るため、

取得地を将来にわたって保

全する。 

取得地は、広く県民の利用に供

するものとする。 

市は維持管理を行う。 

190 覚書 みどり自

然課 

埼玉県、川越市、

狭山市、三芳町 

くぬぎ山地区における緑地

の保全を図る 

・自然再生協議会への県、市町の

関わり方 

・特別緑地保全地区の指定の同

意 

・費用負担割合 

191 覚書 みどり自

然課 

市民Ａ、市民Ａ

Ｂ、市民ＡＣＤ、市

民Ｅ 

（土地の所有者は

共有名義も含む） 

若狭二丁目市民の森土地

使用契約について、市が解

除 したとき又は 所有者が 

更新されなかったとき、市が

所有者の所有する土地の返

還について定める 

土地を返還する際の取り決め 

192 「トトロの森・葛入

湿地水源地」保全

管理に関する覚書 

みどり自

然課 

公益財団法人トト

ロのふるさと基金 

三ケ島二丁目里山保全地域

内の一部の土地について、

その呼称及び適切な保全管

理のための役割分担等を定

める。 

・対象地を「トトロの森・葛入湿地

水源地」と称すること。 

・保全管理計画等を定め、協働作

業により実施すること。 

193 覚書（みどりのパー

トナー活動） 

みどり自

然課 

①市民Ａ、若狭ア

オゲラ市民の森

の会 

②市民ＡＢ、若狭

アオゲラ市民の森

の会 

③市民ＡＣＤ、若

狭アオゲラ市民の

森の会 

④市民Ｅ、若狭ア

オゲラ市民の森

の会 

（土地の所有者は

共有名義も含む） 

若狭二丁目市民の森でみど

りのパートナー団体が活動

をするにあたり、土地の所有

者及びみどりのパートナー

団体と 3者間で使用につい

て定める。 

・土地を活動に使用することの承

諾 

・活動に係る設置物の扱いの取り

決め 

・土地の返還の際の取り決め 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

194 プラスチックごみ削

減の推進に関する

協定書 

資源循

環推進

課 

ウォータースタン

ド株式会社 

双方の資源を有効に活用す

ることにより、プラスチックご

みの削減を推進し、もって循

環型社会の形成に寄与する

こと。 

・児童・生徒・学生及び市民に対

する環境教育、環境学習機会の

充実 

・マイボトルの普及推進 

195 災害廃棄物等の処

理に関する協定書 

資源循

環推進

課 

協同組合所沢清

和会 

災害時等における災害廃棄

物等の処理等の協力につい

て、必要な事項を定める. 

・災害廃棄物等の撤去 

・災害廃棄物等の収集・運搬 

・その他「相手方」が実施可能と

認めた事項 

196 災害廃棄物等の処

理に関する協定書 

資源循

環推進

課 

所沢一般廃棄物

処理事業協同組

合 

災害時等における災害廃棄

物等の処理等の協力につい

て、必要な事項を定める。 

・災害廃棄物等の撤去 

・災害廃棄物等の収集・運搬 

・その他「相手方」が実施可能と

認めた事項 

197 災害廃棄物等の処

理等に関する協定

書 

資源循

環推進

課 

株式会社藤和商

事、株式会社エ

ス・イーティ 

災害時等における災害廃棄

物等を早急に処理すること

について、必要な事項を定

める。 

・生活道路（市道）上等の災害廃

棄物等の撤去、収集・運搬・災害

廃棄物等の処理・処分・災害廃棄

物等の仮置場としての敷地の提

供・災害廃棄物等の仮置場の管

理・運営（作業用重機・オペレータ

の配置を含む。）・災害による損

壊家屋等の撤去（必要に応じて

解体）・その他、「相手方」が実施

可能と認めた事項 

198 災害時等における

し尿処理に関する

協定書 

資源循

環推進

課 

協同組合所沢清

和会 

災害時等におけるし尿処理

等の協力について、必要な

事項を定める。 

・し尿の収集・運搬 

・避難場所等への仮設トイレの手

配等 

・その他「相手方」が実施可能と

認めた事項 

199 災害時等における

し尿処理に関する

協定書 

資源循

環推進

課 

所沢共栄商事有

限会社 

災害時等におけるし尿処理

等の協力について、必要な

事項を定める。 

・し尿の収集・運搬 

・避難場所等への仮設トイレの手

配等 

・その他「相手方」が実施可能と

認めた事項 

200 災害時等における

し尿処理に関する

協定書 

資源循

環推進

課 

本橋清掃 災害時等におけるし尿処理

等の協力について、必要な

事項を定める。 

・し尿の収集・運搬 

・避難場所等への仮設トイレの手

配等 

・その他「相手方」が実施可能と

認めた事項 

201 災害時における所

沢市衛生センター

の復旧業務に関す

る協定書 

資源循

環推進

課 

水 ing株式会社

北関東支店 

所沢市衛生センターが罹災

した場合に行う復旧業務の

要請に関し、その手続を定

め、復旧業務を円滑に実施

することを目的とする。 

・罹災状況の調査に関すること。 

・罹災に対する復旧業務計画の

策定に関すること。 

罹災に対する復旧業務に関する

こと。 

・罹災に対する応急復旧用資機

材の提供に関すること。 

・その他災害発生時における復旧

業務に関すること。 

202 災害時における所

沢市衛生センター

の復旧業務に関す

る協定書 

資源循

環推進

課 

水 ingエンジニ

アリング株式会社

北関東支店 

所沢市衛生センターにて災

害時の緊急工事が必要な場

合における手続を定め、緊

急工事を円滑に実施するこ

とを目的とする。 

・所沢市衛生センターの緊急工事 

①本施設における被災等の調査 

②復旧計画 

③応急復旧及び本復旧 

203 災害廃棄物等の処

理に関する相互支

援協定 

資源循

環推進

課 

埼玉県行政研究

協議会、埼玉県、

県内市町村、一

部事務組合 

地震等の災害により、区域

内の一般廃棄物の適正処

理が困難となった市町村等

に対して、県及びその他の

市町村等その他その円滑な

処理を確保するために行う

相互支援について、基本的

な事項を定める。 

・災害廃棄物等の処理に必要な

資機材等の提供及び斡旋・災害

廃棄物等を一時的に保管する仮

置場の提供・災害廃棄物等の処

理に必要な職員の派遣・災害廃

棄物等の処理の実施・その他災

害廃棄物等の処理に関し必要な

事項 
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所管 
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204 ごみ処理の協力体

制に関する実施協

定書 

資源循

環推進

課 

飯能市、狭山市、

入間市 

構成団体のそれぞれが管理

する可燃ごみ中間処理施設

に緊急事態等が発生し協力

が必要となった場合に、ごみ

処理の相互応援を行うこと

を目的とする。 

緊急事態又は事前予測可能事態

発生時に、中間処理施設で行う

業務について、協力を行う。 

205 使用済みペットボト

ルの水平リサイクル

に関する協定 

資源循

環推進

課 

サントリーホール

ディングス株式会

社、サントリー食

品インターナショ

ナル株式会社、所

沢リサイクル事業

協同組合 

当市において排出された使

用済みペットボトルを、「ボト

ル toボトル」水平リサイクル

により安定的にペットボトル

としてリサイクルすることに

より、持続可能な循環型社

会の実現に資することを目

的とする。 

使用済みペットボトルの水平リサ

イクル 

206 所沢市とリネットジ

ャパンリサイクル株

式会社 

及び SGムービン

グ株式会社との連

携と協力に関する

協定 

資源循

環推進

課 

リネットジャパンリ

サイクル株式会

社、SGムービン

グ株式会社 

家電４品目の排出・再商品

化を促進するための課題に

適切に対応することを中心

に、小型家電リサイクル法に

基づく使用済小型家電等の

排出・再資源化を促進する。 

家電 4品目や小型家電の適正

回収、それらの資源化のための

広報活動など 

207 所沢市とリネットジ

ャパンリサイクル株

式会社との連携と

協力に関する協定 

資源循

環推進

課 

リネットジャパンリ

サイクル株式会社 

使用済小型電子機器等の

再資源化を促進するための

課題に適切に対応し、住民

サービスの向上及び資源の

有効利用の促進に寄与する

ことを目的とする。 

使用済小型電子機器等の再資源

化を促進するための課題に対応

する。 

208 所沢市と株式会社

マーケットエンター

プライズとの連携と

協力に関する協定

書 

資源循

環推進

課 

株式会社マーケッ

トエンタープライ

ズ 

所沢市内のリユース活動を

促進することで、市民サービ

スの向上、廃棄処理量の削

減、循環型社会の形成及び

SDGs（持続可能な開発目

標）の達成に資することを目

的とする。 

家具や家電などの不要品のリユ

ース 

209 （仮称）第 2一般廃

棄物最終処分場整

備事業に関する覚

書 

資源循

環推進

課 

南永井下組自治

会、坂之下自治

会 

一般廃棄物最終処分場の

建設に向け、事業を円滑に

推進するため。 

・地域住民の合意形成に配慮し

ながら、南永井地区に施設を設

置し、一般廃棄物を適正に処理

する。・施設の建設に当たり、十

分な協議を行い、誠意をもって対

応するものとする。・地域要望や

周辺整備に関し、別途、具体的な

事項について取り決めを行うも

のとする。 

210 所沢市と株式会社

ジモティーとのリユ

ース活動の促進に

向けた連携と協力

に関する協定書 

資源循

環推進

課 

株式会社ジモティ

ー 

所沢市内のリユース活動を

促進し、市民サービスの向

上及び環境負荷の少ない循

環型社会の形成に寄与する

ことを目的とする。 

リユース活動の促進 

211 所沢市東部クリー

ンセンターに関する

環境協定書 

（公害防止協定書） 

東部クリ

ーンセン

ター 

所沢市東部クリー

ンセンター環境整

備保全委員会（周

辺５自治会） 

東部クリーンセンターの操

業による公害を未然に防止

し、地域住民の健康と快適

な生活環境を整備し保全す

る。 

・大気汚染に係る自主基準値の

設定。 

・基準値を超過した場合の措置。 

・ごみ収集車に関すること。 

・施設の周辺整備。 
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所管 
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212 所沢市西部清掃事

務所に関する環境

協定書 

西部クリ

ーンセン

ター 

三ヶ島第六区自

治連合会 

所沢市が所有する西部清掃

事業所の操業に関し、公害

防止と地域環境の整備を図

ること。 

①ごみピット内から発生する臭気

は、燃焼用空気として使用すると

ともに、シャッターおよびエアーカ

ーテンにより外部と遮断する。 

②操業にあたっての各回転機器

類及び周辺機器については、発

生源対策をほどこし、適切な維持

管理を行う。 

③事業所操業時における排水

は、循環して使用することを原則

とし、河川放流を行わない。ただ

し、雨水等については、この限り

ではない。 

④ばいじんは、ろ過式集塵器によ

り除塵する。 

⑤硫黄酸化物は、補助燃料の使

用を極力おさえてその発生を抑

制する。 

⑥窒素酸化物は、適正な運転管

理に努めるとともに分解除去設

備を設置し極力低い値とするよう

に努める。 

⑦塩化水素は、発生を抑制する

とともに、今後、有害ガス除去設

備により、極力低い値とするよう

に努める。 

⑧ダイオキシン類は、適正な運転

管理に努め、その発生を抑制す

るだけでなく生成したものには粉

末活性炭及び触媒脱硝装置によ

り吸着分解除去し、また、集塵器

灰中のダイオキシン類についても

分解設備を設置し、事業所全体

の排出量を削減するように努め

る。 

⑨上記④～⑧の排出濃度は、廃

棄物の処理及び清掃に関する法

律、ダイオキシン類対策特別措置

法、大気汚染防止法、埼玉県公

害防止条例、所沢市ダイオキシン

類等の汚染防止に関する条例に

基づく基準値等以下とすること。 

213 北野一般廃棄物最

終処分場環境整備

保全委員会協定書 

環境クリ

ーン部西

部クリー

ンセンタ

ー 

北野一般廃棄物

最終処分場環境

整備保全委員会 

処分場の管理運営方針及

び関係地区(小手指 12、

13、14区)に対する環境保

全事項について、明文化す

るため。 

・人畜・生物の環境を永久的に保

全するため、埋立て物については

市の処理施設から発生する焼却

灰（破砕不燃物を含む）とし清潔

な土砂をもって埋め立てを行う。

また、人畜・生物に影響を与える

恐れのある物質を大量に埋立て

られている事を念頭におき、施設

の維持管理（処分場本体－ゴム

シート、浸出液処理施設等）につ

いては万全を期し、有害物質を

施設の外へ流出・飛散させ環境

を汚染させないよう適切かつ厳

格な管理を行う。・水質・大気の

汚染を防止するため年２回以上

の環境調査を行い、その調査結

果について年一回以上関係地域

住民に公表し説明会を実施す

る。（水質・大気汚染の排出基準

等については国・県の基準を厳

守する。）・騒音・振動・悪臭・ほこ
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り・ばいじん等の発生を極力防止

し衛生害虫獣（蝿・鼠・カラス・野

犬等）の防除に努める。・万一地

域住民に被害が生ずるおそれの

ある時は速やかに住民に告知し

善処する。また、住民の要望につ

いては極力尊重して積極的に対

応する。・市は、近隣地域の環境

保全をはかると共に、併せて地域

振興についても特別地域と位置

付けて寄与する。・埋立て終了期

限は平成１７年３月末日までとす

る。ただし、埋立て終了後の跡地

利用計画については、今後地元

と協議して決める。・本協定書に

変更があるとき及び定めなき事

項については、その都度両者協

議して決める。 

214 所沢市就労チャレ

ンジ支援事業の実

施に係る協定 

産業経

済部 

産業振

興課 

厚生労働省埼玉

労働局 

所沢市と厚生労働省埼玉労

働局で、雇用、福祉、産業等

の施策を一体的に実施する

ことを目的とする。 

・生活困窮者福祉・就労援助事業 

・若年者就労支援事業を、国と市

が連携して一体的に実施する。 

215 所沢市中小企業融

資制度 

産業振

興課 

埼玉りそな銀行

（所沢支店、新所

沢支店、小手指

支店）、三井住友

銀行（所沢支店、

小手指支店）、武

蔵野銀行（所沢支

店、新所沢支店、

下山口支店、所

沢駅前支店、東

所沢支店）、東和

銀行（所沢支店、

狭山ヶ丘支店）、

群馬銀行所沢支

店、飯能信用金

庫（所沢支店、新

所沢支店、山口

支店、小手指支

店、所沢東支店、

所沢けやき台支

店、所沢松井支

店）、青梅信用金

庫（所沢支店、東

所沢支店、北野

支店）、西武信用

金庫狭山ヶ丘支

店、埼玉縣信用

金庫所沢東支

店、きらぼし銀行

秋津支店、多摩

信用金庫秋津支

店、八十二銀行

所沢支店、山梨

中央銀行東所沢

支店 

所沢市と各金融機関との所

沢市中小企業融資制度の

取扱いに関して定めるもの。 

所沢市と各金融機関との所沢市

中小企業融資制度の取扱いに関

して定める。 
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216 所沢市新規創業支

援資金融資制度 

産業振

興課 

埼玉りそな銀行

（所沢支店、新所

沢支店、小手指

支店）、三井住友

銀行（所沢支店、

小手指支店）、武

蔵野銀行（所沢支

店、新所沢支店、

下山口支店、所

沢駅前支店、東

所沢支店）、東和

銀行（所沢支店、

狭山ヶ丘支店）、

群馬銀行所沢支

店、飯能信用金

庫（所沢支店、狭

山ヶ丘支店、新所

沢支店、山口支

店、小手指支店、

所沢東支店、所

沢けやき台支店、

所沢松井支店）、

青梅信用金庫（所

沢支店、東所沢

支店、北野支

店）、西武信用金

庫狭山ヶ丘支店、

埼玉縣信用金庫

所沢東支店、きら

ぼし銀行秋津支

店、多摩信用金

庫秋津支店、八

十二銀行所沢支

店、山梨中央銀

行東所沢支店 

所沢市と各金融機関との所

沢市新規創業支援資金融

資制度の取扱いに関して定

めるもの。 

所沢市と各金融機関との所沢市

新規創業支援資金融資制度の取

扱いに関して定める。 

217 地域の中小企業者

の持続的成長支援

及び地域活性化に

向けた連携協定 

産業振

興課 

埼玉県信用保証

協会、所沢商工

会議所 

所沢市内の中小企業者の

持続的成長のために連携し

て支援を実施し、もって地域

の活性化を図ることを目的

とする。 

中小企業者に対する経営支援・

金融支援を実施する。 

218 所沢市シェアサイク

ル事業に関する基

本協定書 

産業経

済部商

業観光

課 

OpenStreet株

式会社 

双方の資源を有効に活用

し、ICTを活用した全ての

交通手段による最適な移動

を一元的なサービスとして

提供するMaaSの一環とな

る取組、公共交通の機能の

補完・代替、ゼロカーボンシ

ティの実現、地域の活性化

や観光振興等に資する新た

な都市の交通システムとし

てのシェアサイクル事業の

実施に関し必要な事項を定

めるものとする。 

・IoTを活用した交通インフラを

構築する 

・シェアサイクル事業を推進する

ための PRを行う 

219 所沢市と株式会社

西武ライオンズとの

連携協力に関する

基本協定 

商業観

光課 

株式会社西武ラ

イオンズ 

双方が多方面にわたる連携

に基づき、協働して取り組む

事業を通じて、地域社会の

発展、市民福祉の向上に寄

与するこ 

とを目的とする。 

・スポーツ振興に関すること。 

・青少年の健全育成に関するこ

と。 

・地域振興に関すること。 

・その他目的を達成するために必

要な事業に関すること・ 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

220 所沢市と一般社団

法人所沢市まちづ

くり観光協会およ

び一般財団法人モ

バイルスマートタウ

ン推進財団とのイン

バウンド観光推進

に関するパートナー

シップ協定書 

商業観

光課 

一般社団法人所

沢市まちづくり観

光協会、一般財

団法人モバイルス

マートタウン推進

財団（現：一般財

団法人地域みら

い創造財団） 

相互に密接に連携すること

により、それぞれの資源を有

効に活用した協働による活

動を推進し、インバウンド観

光推進に資することを目的

とする。 

・日本の伝統文化の海外への照

会に関すること・在日外国人及び

外国人観光客等（以下、「外国人

等」）向けに多言語化した情報を

提供する仕組みを構築すること・

外国人等への観光情報及び避難

情報等の提供に関すること。・そ

の他インバウンド観光推進に資す

る取組みに関すること・国内旅行

者等への同様の情報提供に関す

ること 

221 西武線沿線地域の

活性化に関する相

互協定(西武線沿

線サミット協定) 

商業観

光課 

東京都豊島区、

東京都清瀬市、

飯能市、秩父市、

横瀬町 

（立会人：西武鉄

道株式会社） 

豊島区、清瀬市、所沢市、飯

能市、秩父市及び横瀬町

は、将来の発展を見据え、

起点、終点駅を抱える自治

体としてこれまでの連携をさ

らに深めるとともに、地域の

魅力の創出、インバウンドを

含めた観光事業の推進及び

経済活動の活性化、文化交

流を図ることを目的とする。 

６自治体で行われているお祭り・

観光イベントなどの親しみやすい

分野から交流を始め、互いに模

擬物産店の出店やイベントＰＲな

どから都市交流を展開していく。

既存分野での交流事業を継続し

ながら、暮らしや生活分野など適

宜、交流分野や関係団体等の拡

大を図る。 

222 観光連携に関する

三者協定書 

商業観

光課 

一般社団法人日

本自動車連盟、

一般社団法人所

沢市まちづくり観

光協会 

三者が有する資源を活用

し、相互の協働による活動

を推進することにより、地域

社会が抱える様々な問題の

解決と三者の諸活動の発展

に寄与することを目的とす

る。 

三者が有する観光資源等を活用

し、相互の協働を推進する。 

223 国立大学法人東京

農工大学大学院農

学研究院と所沢市

との包括的連携・協

力に関する協定 

農業振

興課 

国立大学法人東

京農工大学 

相互の緊密な連携と協力の

もと、所沢市の農業振興及

び環境に配慮したまちづくり

に関連する領域において、

所沢市の農業資源・環境を

大学の教育研究のフィール

ドとして活用するとともに、

大学が所沢市の行政活動に

活用するため教育研究を実

施することにより、地域リー

ダー及びコーディネータの

育成と地域社会の発展に寄

与することを目的とする。 

・地域活性化プログラム、インター

ンシップ実習、農村社会調査実

習、学外実習（農家）などの農学

府・農学部教育プログラムに関す

る事項 

・農業振興に関する事項 

・都市環境の保全及び環境に配

慮したまちづくり推進に関する事

項 

・歴史的史跡及び伝統的景観保

全に関する事項 

・その他、本協定の目的遂行上必

要な事項 

224 所沢市と上田市と

の産業交流に関す

るフレンドシップ協

定 

農業振

興課 

長野県上田市 それぞれの農産物や観光な

ど特色ある地域資源を活用

し、両市の産業の発展と豊

かな市民生活に寄与するこ

とを目的とする。 

・農産物、観光等に関する交流・

各種イベント等を通じた交流・そ

の他本協定の目的達成のために

必要な事項 

225 所沢市内循環バス

運行に関する協定

書 

街づくり

計画部

都市計

画課 

西武バス株式会

社 

所沢市内循環バスを運行す

ること。 

12月 29日から 1月 3日を除く

毎日、市内循環バス「ところバス」

を運行する。 

226 ところワゴン運行に

関する協定書 

都市計

画課 

西武ハイヤー株

式会社 

柳瀬地区にてところワゴンを

運行すること。 

12月 29日から 1月 3日を除く

毎日、ところワゴンを運行する。 

227 ところワゴン運行に

関する協定書 

都市計

画課 

西武ハイヤー株

式会社 

富岡地区にてところワゴンを

運行すること。 

12月 29日から 1月 3日を除く

毎日、ところワゴンを運行する。 

228 ところワゴン運行に

関する協定書 

都市計

画課 

西武ハイヤー株

式会社 

三ケ島地区にてところワゴン

を運行すること。 

12月 29日から 1月 3日を除く

毎日、ところワゴンを運行する。 

229 所沢市被災建築物

応急危険度判定士

及び被災宅地危険

度判定士の招集に

関する協定 

建築指

導課 

社団法人埼玉建

築士会入間第一

支部、所沢市建

設産業連合会 

所沢市地域防災計画に基づ

く地震等の災害時におけ

る、埼玉県被災建築物応急

危険度判定士及び埼玉県

被災宅地危険度判定士の

招集に関すること。 

所沢市地域防災計画に基づく地

震等の災害時に市が埼玉県被災

建築物応急危険度判定士及び埼

玉県被災宅地危険度判定士の招

集に関して、締結団体に協力を

求めるにあたり必要な事項を締

結。 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

230 所沢市マンション

管理アドバイザー

派遣制度実施に関

する協定書 

住宅政

策課 

一般社団法人埼

玉県マンション管

理士会 

マンションの管理組合等に

対して、マンション管理士を

派遣するために必要な事項

を定めることにより、市内に

おけるマンションの適正管

理を推進すること 

派遣申請により、 

①アドバイザーの推薦 

②派遣申請マンションへの助言

等を実施する。 

231 所沢市マンション

管理相談会実施に

関する協定書 

住宅政

策課 

一般社団法人埼

玉県マンション管

理士会 

市内に存するマンションの

管理組合、区分所有者及び

居住者からの相談に対し

て、マンション管理士等が専

門的な見地から適切な助言

及び情報提供を行う相談会

を実施するために必要な事

項を定めることにより、市内

におけるマンションの良好な

居住環境の確保に寄与する

こと 

次に掲げる相談の対象範囲に対

応できる相談員を、実施日１日に

つき最大６名まで派遣する。 

・管理組合の運営、管理規約等に

関すること。 

・管理費、修繕積立金等の財務に

関すること。 

・長期修繕計画の作成及び見直

しに関すること。 

・建物、設備等の修繕工事等に関

すること。 

・管理委託契約等の契約に関す

ること 

・前各号に掲げるもののほか、市

と相手方で協議し、市が必要と認

めるもの。 

232 所沢市空き家利活

用等ワンストップ相

談事業の実施に関

する協定書 

住宅政

策課 

公益社団法人埼

玉県宅地建物取

引業協会所沢支

部、株式会社セイ

ワハウジング、特

定非営利活動法

人空家・空地管理

センター、公益社

団法人全日本不

動産協会埼玉県

本部所沢支部 

この協定は、市と事業者が

連携・協力し、空き家の売

却・賃貸・適正管理等の利

活用に関する相談事業を実

施することにより、市内の空

き家増加の抑制及び解消を

図ることを目的とする。 

具体的な事業や取組についての

役割分担として、市・関係機関と

の連携・広報活動事業者・空き家

の利活用等に関する相談窓口の

設置・相談業務・各分野の専門

家・事業者等との連携・協力・空

き家の利活用等に関する収支・

試算の提案・具体的な利活用等

の実施とフォローアップ・空き家

利用希望者とのマッチング・実施

状況等の報告・広報活動 

233 所沢市営住宅管理

代行に関する基本

協定書 

住宅政

策課 

埼玉県住宅供給

公社 

管理代行の同意に基づき、

所沢市営住宅及び共同施

設の管理を行うこと 

市営住宅における 

・入居管理業務 

・財産管理業務 

・工事業務 

・債権管理業務 

・駐車場管理業務 

・その他管理代行業務に付随す

る業務 

を実施する。 

234 令和 7年度 所沢

市営住宅の管理代

行に関する協定書 

住宅政

策課 

埼玉県住宅供給

公社 

令和 7年度における所沢市

営住宅の管理代行業務の

実施にあたり、必要な事項

を定めるもの 

毎年、市営住宅の管理代行業務

を実施する。 

235 一般県道所沢青梅

線における交差点

整備事業に関する

基本協定書 

建設部 

道路建

設課 

埼玉県 一般県道所沢青梅線におけ

る交差点整備事業の施行に

関し、事業の基本的事項を

定める。 

事業の位置、委託業務範囲を定

める。 

236 基本協定 道路建

設課 

埼玉県、東京都

清瀬市 

一級河川柳瀬川に架かる清

柳橋の橋りょう架換工事の

施行に関し、工事の基本的

事項を定める。 

清柳橋架換における工事の位

置・費用負担・支払・管理区分に

ついて定める。 

237 一級河川柳瀬川に

架かる清柳橋の橋

りょう架換工事の施

行に関する協定書

（上部工撤去工） 

道路建

設課 

埼玉県、東京都

清瀬市 

一級河川柳瀬川に架かる清

柳橋の橋りょう架換工事の

施行に関し、上部工撤去工

に係る事項を定める。 

清柳橋の橋りょう架換工事の上

部工撤去工における工事の位

置・施行者・費用負担・工期につ

いて定める。 

238 覚書 公園課 エステシティ自治

会 

中富南公園の物置一部を自

治会用防災用具保管庫とし

て貸与する 

市有財産(物置の一部）を貸与す

る 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

239 覚書 公園課 フラワーヒル自治

会所沢地区 

雪見原東公園テニスコート

の使用及び管理に関するこ

と 

テニスコートの維持管理や公園

の除草・清掃を自治会が実施す

る。テニスコートの利用について

自治会優先枠を設ける。 

240 椿峰 1号緑地使用

許可事務に関する

覚書 

公園課 公益財団法人所

沢公共施設管理

公社 

椿峰 1号緑地使用許可に

関する事務を依頼し、椿峰

コミュニティ会館本館の低

木剪定・除草を公園課職員

で実施する 

椿峰コミュニティ会館本館にて椿

峰 1号緑地使用許可事務を実施

する代わり、公園課職員にて会館

の低木剪定・除草を行う 

241 ポケットパークA・

Bの維持管理に関

する協定書 

公園課 埼玉県 埼玉県が整備したポケット

パーク A/Bにおける施設

の維持管理と円滑な運用を

図ること 

県が市内に整備した施設につい

て通常の維持管理は市が行い、

改築工事は県が行うこととする 

242 十四軒公園の管理

に関する覚書 

公園課 十四軒自治会 公園の維持管理 十四軒公園のごみ清掃、除草作

業 

243 覚書 公園課 所沢市立北野中

学校 

小手指ヶ原公園予定地内の

畑地の使用及び管理 

畑の一部を学校の授業の一環と

して使用・管理する 

244 「みかじま公園」の

管理に関する協定

書 

公園課 所沢市三ケ島地

区区長会 

所沢市借地公園設置要綱に

基づく、みかじま公園の管

理について定めるもの 

みかじま公園の管理内容につい

て市と区長会の役割を設定する 

245 準用河川北川管理

協定書 

河川課 東京都東村山市 河川法第 11条第 1項の規

定により、所沢市と東村山

市との境界に係る準用河川

北川の維持・管理を明確に

すること。 

北川の維持・管理について定め

る。 

246 排水樋管の管理に

関する協定書 

河川課 埼玉県川越県土

整備事務所 

排水樋管の機能を十分に発

揮させるため。 

排水樋管の管理について定め

る。 

247 一級河川東川地下

河川第 1立坑、第

2立坑、第 3立坑

の各除塵機の操作

支援業務に係る協

定書 

河川課 埼玉県 緊急時の除塵機の操作支

援のため。 

埼玉県は、操作支援業務を所沢

市に要請するものとし、所沢市は

これに対し協力するものとする。 

248 一級河川東川上新

井調節池の財産及

び維持管理に関す

る協定書 

河川課 埼玉県 上新井調節池の財産及び

維持管理について定めるた

め。 

上新井調節池の財産及び維持管

理について定める。 

249 東川の桜の維持管

理に関する協定書 

河川課 西新井町町内

会、東新井町町

内会、牛沼町内

会、松郷町内会、

所沢東ロータリー

クラブ、東川を桜

でいっぱいにする

会 

東川の桜の維持管理につい

て定めるため。 

東川の桜の維持管理について定

める。 

250 ふるさとの川の維

持管理に関する協

定書 

河川課 柳瀬川の最上流

をきれいにする

会、糀谷八幡湿

地保存会、菩提

樹の小川をきれ

いにする会 

ふるさとの川の維持管理に

関して定めるため。 

ふるさとの川の維持管理に関して

定める。 

251 所沢市西地区総合

型地域スポーツク

ラブの支援に関す

る覚書 

教育総

務部 

スポーツ

振興課 

早稲田大学スポ

ーツ科学部、所沢

市総合型地域ス

ポーツクラブ 

所沢市総合型地域スポーツ

クラブの運営に関して、共に

連携・協力してその支援を

行い、お互いの協力関係を

維持すること。 

「官学連携に関する基本協定」の

趣旨にのっとり、協定にうたわれ

た「教育・文化・スポーツの発展と

振興に関する事項」の具体的推

進事例として、所沢市西地区総

合型地域スポーツクラブの運営

に関し、継続的な協力関係を維

持する。 

252 所沢市教育委員会

と淑徳大学との教

育連携に関する協

定書 

学校教

育部 

学校教

育課 

淑徳大学 学校教育活動の円滑な実施

に寄与するとともに、実践的

指導力をもった教員の養成

に資すること。 

毎年、教育実習生等を受け入れ

る。 
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協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

253 学校インターンシッ

プの実施に関する

協定書 

学校教

育課 

明星大学 所沢市の教育活動の活性

化を図るとともに、教員を目

指す学生の資質向上を図

る。 

学校インターンシップに係わる実

施要項を別途定め、連携・協力を

行う。 

254 学校と警察署との

連絡等に関する協

定書 

学校教

育課 

所沢警察署 児童生徒の健全育成のた

め、非行・問題行動の防止

及び安全確保について、学

校と警察署がそれぞれ自ら

の役割を果たしつつ、相互

にその役割を理解し、緊密

な連携の下で効果的な対応

を図ること。 

触法事案等について、学校と警

察との情報連絡及び対策への協

力。 

255 所沢市教育委員会

と早稲田大学人間

科学学術院との教

育臨床連携に関す

る覚書 

学校教

育課 

早稲田大学人間

科学学術院 

所沢市内の児童・生徒の健

やかな発達を支援し、又、教

育臨床現場における人材育

成に寄与するために、新た

な連携を創出すること。 

毎年、定期的に代表者による「教

育臨床プロジェクト運営委員会」

を開催する。 

256 院内学級の設置及

び運営に関する覚

書 

学校教

育課 

防衛医科大学校

病院 

入院している児童生徒に対

して義務教育を実施するた

め、施設内に所沢市立並木

小学校及び所沢市立中央

中学校の病弱・身体虚弱特

別支援学級を設置するこ

と。 

院内学級における教育を実施す

るために必要な施設及び設備を

提供すること。 

257 地場産取引協定書 保健給

食課 

いるま野農業協

同組合  

学校給食での地場産野菜

導入のため 

価格、見積り、発注、品質、納品

等について 

258 実習協定書 保健給

食課 

西武学園医学技

術専門学校 

学生の実習が円滑に実施さ

れ、かつ十分な成果が上が

るよう必要な事項を定め、

管理栄養士及び栄養士の

育成及び確保に資すること

を目的とする 

実習についての内容、服務、謝金

等について 

259 学校給食用豚肉取

引協定書 

保健給

食課 

所沢市肉商組合 学校給食での豚肉の使用量

は大変多く、価格、量ともに

安定して購入するため。 

価格、品質、納品場所、衛生管理

等について 

260 所沢市教育委員会

と早稲田大学人間

科学学術院との研

究連携 

教育セン

ター 

早稲田大学人間

科学学術院 

学校教育に係る研究活動に

おいて、相互協力が可能な

各分野において、双方が互

恵の精神に基づき、連携お

よび協力することを目的とし

ている。教育委員会は、市

内各小中学校と大学の研究

室をつなぐ役割を果たす。 

所沢市教育委員会と早稲田大学

人間科学学術院は、学校教育に

おける研究に関し、互いに支援・

協力する。 

261 災害時における応

急給水及び水道施

設の管路復旧等に

関する協定書 

上下水

道局 

総務課 

所沢市管工事業

協同組合 

災害が発生し、本市での応

急給水及び水道施設の管

路復旧等を行う必要が生じ

た場合に、相手方の応援を

得ることで専門的な経験と

技術を有する人員等の協力

を得ることにより、市がこれ

らの活動を迅速に実施し、

市民生活の安定に寄与する

ことを目的とする。 

災害が発生し、本市での応急給

水及び水道施設の管路復旧等を

行う必要が生じた場合に、相手

方の応援を得ることで専門的な

経験と技術を有する人員等の協

力を得る。 

また、令和６年２月８日付で、本市

が指定する地域へも応急給水及

び水道施設の管路復旧等が行え

るように一部変更している。 

262 放射能による水道

水汚染時における

ミネラルウォーター

の乳児向け優先供

給協定書 

総務課 三国コカ・コーラ

ボトリング株式会

社 

放射性物質に関し、水道水

から乳児の暫定規制値を超

える数値が検出され、ミネラ

ルウォーターを乳児世帯等

へ供給する必要が生じた場

合、ミネラルウォーターの調

達業務に対し協力を得る。 

放射性物質に関し、水道水から

乳児の暫定規制値を超える数値

が検出され、ミネラルウォーター

を乳幼児世帯等へ供給する必要

が生じた場合、市が行うミネラル

ウォーターの調達業務に対する

相手方の協力に関し、必要事項

を定める。 
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No. 協定の名称 
協定の

所管 
協定の相手方 協定の目的 協定の内容 

263 災害時における業

務の応援に関する

協定書 

総務課 第一環境株式会

社 

災害時等において、上下水

道施設の機能が阻害され、

または阻害される恐れがあ

る場合に、市の業務に対す

る応援を相手方が行うこと

により、上下水道施設の昨

日を迅速に回復し、又は予

防することを目的とする。 

市は災害時に、協定の目的を達

成する必要があると認めるとき

は、相手方にたいして応援要請を

行う。相手方は応援要請を受け

たとき、特段の理由がない限り、

速やかに応援業務に従事する者

を派遣し、応援業務に必要な車

両、物品、災害情報等を可能な限

り提供する。 

応援業務は、市民からの電話対

応、市が行う応急給水の支援、市

民への後方、その他市の業務に

必要な活動。 

264 上赤坂中継ポンプ

所の震災時等給水

に関する覚書 

総務課 埼玉県 震災時等の給水体制を強化

するために必要な事項を定

めることにより、施設の適正

な管理と円滑な運用を図

る。 

・毎年度連絡体制表を相互に取

り交わし、連絡系統の確認を行う

とともに、年に一度施設の現地状

況の立会確認を行う。・市が大久

保浄水場に給水要請をした場

合、施設において直ちに給水車

両等への給水を実施する。・市が

やむをえない事情により給水が

できないとき、門の開錠と施錠、

門の開閉、給水ポンプ盤における

ポンプの運転・停止操作、給水栓

の開閉、給水ホースによる給水を

行う。 

265 災害時における下

水道施設の管路復

旧等に関する協定

書 

下水道

維持課 

所沢市下水道施

設維持管理協力

会 

下水道施設の迅速な復旧を

実施し、市民生活の早期の

安定を図ること。 

災害発生時に相手方の応援が必

要と認めたときは、応援を要請す

ることができる。 

 

 

 

 

  

※同一内容の協定を複数の相手方と締結しているものは、まとめて表記しているものが含まれている。 
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【参考資料２】行政監査調査票 調査項目 

 

・協定の名称 

・協定の所管 

・協定の相手方 

・協定数 

・協定の目的 

・締結に至る経緯 

・協定締結日 

・有効期間 

・更新の方法 

・協定書原本の保管 

・協定の内容 

・実施した内容（実績） 

・市の責務 

・相手方の責務 

・費用負担 

・実施内容等が定められていない場合 

・相手方との連絡調整 

・見直しの定め 

・見直しの実績 

・課題の洗い出し 

・今後の見直しの予定と内容 

・今後の協定締結の見込み 

 

 

 


